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様式１－２－３ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定総括表様式 

中期計画（中期目標） 年度評価 中期目標期間

評価 

項目別

調書№ 

備

考 

 中期計画（中期目標） 年度評価 中期目標期間

評価 

項目別

調書№ 

備

考 

 R4 

年度 

R5 

年度 

R6 

年度 

R7 

年度 

見込み

評価 

期間実績

評価 

    R4 

年度 

R5 

年度 

R6 

年度 

R7 

年度 

見込み

評価 

期間実

績評価 

  

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 

 高速道路事業 
Ｂ Ｂ Ｂ  Ｂ    

  １ 組織運営の効率化 
Ｂ Ｂ Ｂ  Ｂ  

Ⅱ-

1,2,3,4 
 

  １ 会社による管理の適正な水準の確保を通じた高速道

路資産の適切な保有及び貸付け 

   ２ 一般管理費の縮減 
   

  
   

 ① 高速道路資産の適正な把握、適切な保有及び貸付け Ｂ Ｂ Ｂ  Ｂ  Ⅰ-1-①    ３ 調達等合理化の取組の推進 
    

  
  

 ② 高速道路の安全性の向上 Ｂ Ｂ Ｂ  Ｂ  Ⅰ-1-②    ４ 業務評価の実施   

 ③アウトカム指標達成のための取組、指標の設定 Ｂ〇 Ｂ〇 Ａ  Ｂ  Ⅰ-1-③   Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

 ④料金水準や割引の見直し Ｂ Ｂ Ｂ  Ｂ  Ⅰ-1-④    １ 財務体質の強化 
Ｂ Ｂ Ｂ  Ｂ  

Ⅲ-

1,2,3,4 
 

 ⑤高速道路の更なる進化・改良 Ａ Ａ Ｂ  Ａ  Ⅰ-1-⑤    ２ 予算 

 ２ 承継債務及び会社から引き受けた債務の早期の確実

な返済 

   ３ 収支計画 
        

 ① 会社との協定の締結 

Ｂ Ａ Ｂ  

 

Ａ 

 
Ⅰ-2- 

①②③ 
 

  ４ 資金計画         

 ②貸付料   Ⅳ．短期借入金の限度額 
－ －   

  
Ⅳ ※4 

 ③必要に応じた協定変更     

 ④適切な債務残高管理 Ｂ〇 Ｂ〇 Ｂ〇  Ｂ〇  Ⅰ-2-④   Ⅴ．不要財産又は不要財産となることが

見込まれる財産がある場合には、当

該財産の処分に関する計画 

Ｂ Ｂ Ｂ  Ｂ 

 

Ⅴ   ⑤会社からの引受債務 Ｂ Ｂ Ｂ  Ｂ  Ⅰ-2-⑤    

 ⑥効率的な債務返済のための資金調達 Ａ〇 Ａ〇 Ａ〇  Ａ〇  Ⅰ-2-⑥    

 ３ 会社に対するスマートＩＣ等の整備及び首都高速道

路又は阪神高速道路の新設、改築又は修繕のための

無利子貸付け 

４ 会社に対する災害復旧のための無利子貸付け 

Ｂ Ｂ Ｂ  Ｂ  Ⅰ-3,4  

 Ⅵ．Ⅴに規定する財産以外の重要な財産

を譲渡し、又は担保に供しようとす

るときは、その計画 
－ －   

  

－ ※4 

 ５ 高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に

要する費用の縮減を助長するための仕組み 
Ｂ Ｂ Ｂ  Ｂ  Ⅰ-5  

 Ⅶ．剰余金の使途 
－ －   

  
－ ※4 

 ６ 道路整備特別措置法に基づく道路管理者の権限の代

行その他の業務 
Ａ Ｂ Ｂ  Ａ  Ⅰ-6  

 Ⅷ．その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 ７ 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業

等に関する特別措置法に規定する業務 
－ － － － －  － 

※2 

※3 

  １ 施設及び設備に関する計画 
－ －     － 

※

4 

 ９ 業務遂行に当たっての取組    ２ 業務の実施について 

Ｂ Ｂ Ｂ  Ｂ  

Ⅷ-

2,3,4,5,

6,7,8,10 

 

 ① 高速道路事業の総合的なコストの縮減 Ｂ Ｂ Ｂ  Ｂ  Ⅰ-9-①    ３ 積極的な情報公開 

        

 ② 高速道路の利用促進 Ｂ Ｂ Ｂ  Ｂ  Ⅰ-9-②    ４ 情報セキュリティ対策 

 ③ 利用者サービスの向上等 Ｂ Ｂ Ｂ  Ｂ  Ⅰ-9-③    ５ 内部統制について 

 ④ 調査・研究の実施 
Ｂ Ｂ Ｂ  Ｂ  Ⅰ-9-④  

  ６ 国及び出資地方公共団体並びに会社

との緊密な連携の推進 

 ⑤ 環境への配慮 Ｂ Ｂ Ｂ  Ｂ  Ⅰ-9-⑤    ７ 環境への配慮 

 ⑥ デジタル化の推進 Ｂ Ｂ Ｂ  Ｂ  Ⅰ-9-⑥    ８ 危機管理 

鉄道事業 
Ｂ Ｂ Ｂ  Ｂ    

  １０ 機構法第２１条第３項に規定する積

立金の使途 

 ８ 本州四国連絡鉄道施設に係る業務 Ｂ Ｂ Ｂ  Ｂ  Ⅰ-8    ９ 人事に関する計画 Ｂ Ｂ Ａ  Ａ  Ⅶ-9  
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※１ 重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。                  ※３ 短期借り入れ実績なし 
困難度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。                     ※４ 該当なし 

※２ 対象事象なし                                               ※５ 令和２年度評価及び中期目標期間見込評価は法人自己評価 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１―① 
高速道路事業 
１ 会社による管理の適正な水準の確保を通じた高速道路資産の適切な保有及び貸付け 
① 高速道路資産の適正な把握、適切な保有及び貸付け 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 

（個別法条文など） 
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第 12 条第１項第１号 
高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年度値等） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

  
R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
評定  評定  

     

 
高速道路事業の評定：Ｂ（Ⅰ-１- 

①～Ⅰ-９-⑥（Ⅰ-８は除く）） 

【項目別評定の算術平均】 

（Ａ４点×３項目＋Ａ４点×１項 

目×２（重要度が高い項目のた 

め）＋Ｂ３点×12 項目＋Ｂ３点 

×２項目×２（重要度が高い項目 

のため））÷（18 項目＋３項目） 

＝3.2380952… 

⇒ 算術平均に最も近い評定は 

「Ｂ」評定である。 

※算定にあたっては評定毎の点数 

を、Ｓ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３ 

点、Ｃ：２点、Ｄ：１点とし、重 

要度の高い３項目（項目別評定総 

括表、項目別評定調書参照）につ 

いては加重を２倍としている。 

高速道路事業の評定：  

 

＜評定に至った理由＞ 

 

【項目別評定の算術平均】 

 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
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 ① 機構は、高速

道路に係る道路資

産の内容を適正に

把握した上で、そ

の保有及び貸付け

を適切に実施する

こと。 

① 道路資産台帳

を作成し、これを適

切に更新すること

により、高速道路に

係る道路資産の内

容を適正に把握し

た上で、その保有及

び貸付けを適切に

実施する。 

＜評価の視点＞ 

・道路資産台帳に

ついて、会社と連

携して、新設・改

築等を適切に更新

し、道路資産状況

を適切に把握して

いるか。 

 

＜主要な業務実績＞ 

１）高速道路資産の内容を適正に

把握するため、会社と連携して、

新設、改築等による変更内容が

反映されるよう道路資産台帳を

適切に更新したほか、路線ごと

に延長、敷地面積、構造別延長

等を記載した台帳についても、

内容の変更が生じた都度、適切

に確認を行った。 
 

２）高速道路の供用区間延長は、

R4 年度期首に 10,392km であ

ったが新規供用による増等があ

ったことにより R6 年度末には

10,487㎞となった。 
 

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

・左記のとおり業務を実施し、計画

を達成しているためＢとする。 

 

 

＜課題と対応＞ 

・特になし・ 

（見込評価） （期間実績評価） 
評定  評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１―② 
高速道路事業 
１ 会社による管理の適正な水準の確保を通じた高速道路資産の適切な保有及び貸付け 
② 高速道路の安全性の向上 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 

（個別法条文など） 
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第１号 
高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年度値等） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

  
R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 （見込評価） （見込評価） （期間実績評価） 
 ② 機構は、貸し付

けた道路資産が適

切に良好な状態に

保たれるように、笹

子トンネル天井板

崩落事故（平成 24

年 12 月発生）後の

道路法改正等によ

り、橋梁やトンネル

などの道路構造物

の定期点検が全道

路管理者に義務化

されたこと等を踏

まえ、国及び会社と

一体となって、高速

道路の老朽化対策

(特定更新等工事

等)を計画的に推進

するとともに、耐震

対策の早期完了に

向けて迅速かつ確

② 貸し付けた道

路資産が適切に良

好な状態に保たれ

るように、笹子ト

ンネル天井板崩落

事故（平成 24年 12

月発生）後の道路

法改正等により、

橋梁やトンネルな

どの道路構造物の

定期点検が全道路

管理者に義務化さ

れたこと等を踏ま

え、国及び会社と

一体となって、強

靭で信頼性のある

ネットワークを構

築・機能維持する

ための取り組みと

して、高速道路の

老朽化対策(特定

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・管理の報告書の

提出状況及びそ

の公表状況 

・情報共有化の実

施状況 

 

＜評価の視点＞ 

・高速道路の管理

の実施状況を把

握しわかりやす

く公表するため、

会社と連携して

取り組んでいる

か。 

・機構が把握して

いる高速道路の

管理の実施状況

＜主要な業務実績＞ 

１）特定更新等工事、耐震対策、暫定２車線

区間の４車線化対策 

・令和６年１月の国土幹線道路部会におい

て、道路構造物の点検強化等により判明し

た箇所を追加した更新計画、暫定的な片側

整備手法による耐震補強実施計画が策定

されたこと、また令和６年３月に暫定２車

線区間の４車線化の新規事業箇所が公表

されたことを踏まえ、上記の費用を令和５

年度末協定において反映した。 

・直近の労務単価等上昇分を各年度末協定

において反映した。 

 

２）管理の報告書 

管理の実施状況として会社より報告を受

けている「維持、修繕その他の管理の報告

書」について、集中豪雨や地震等の災害対

応、新型コロナウイルス感染拡大防止対策

など会社の特徴的な取り組みを充実させ

るとともに、各会社の取り組みを分かりや

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成している

ためＢとする。 

 

＜課題と対応＞ 

・特になし 

評定  評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
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実に実施すること。

また、管理水準の向

上を図ることによ

り高速道路の安全

性を一層向上させ

ること。 
 

 

 

 

 

 

さらに、維持管理・

修繕・更新に当たっ

ては、国及び会社 
と連携し、新技術を

活用した効率化や

コスト縮減を推進

するとともに、ライ

フサイクルコスト

や持続可能性など

の観点から、会社が

実施する高速道路

の維持 管理等のあ

り方について検討

を加え、適切な見直

しを進めることに

より、効率的な維持

管理等を図ること。 

 

 

 

なお、実地確認等

を通じて機構が把

握している高速道

路の管理の実施状

況、老朽化対策や耐

震対策の進捗状況

等の情報について

は、全ての会社の高

速道路の管理等に

適切に反映される

よう、国及び全会社

に提供し情報の共

有化を図ること。 

更新等工事等)や

耐震対策、暫定２

車線区間の４車線

化対策など計画的

に推進し、耐震対

策の早期完了に向 
けて迅速かつ確実

に実施するととも

に、管理水準の向

上を図ることによ

り高速道路の安全

性を一層向上させ

る。  

さらに、維持管

理・修繕・更新に当

たっては、国及び

会社と連携し、新

技術を活用した効

率化やコスト縮減

を推進するととも

に、ライフサイク

ルコストや  持続

可能性などの観点

から、会社が実施

する高速道路の維

持管理等のあり方

について検討を加

え、適切な見直し

を進めることによ

り、効率的な維持

管理等を図る。 

 

なお、実地確認等

を通じて、機構が把

握している高速道

路の管理の実施状

況、老朽化対策や耐

震対策の進捗状況

等の情報について

は、全ての会社の高

速道路の管理等に

適切に反映される

よう、国及び全会社

に提供し情報の共

有化を図る。 

等の情報につい

て、情報の共有化

が図られている

か。 

すく伝えるため、社会的に関心の高い重点

項目などをとりまとめたダイジェスト版

を作成し、機構ホームページで公表した。

（例年1月） 

 

３）管理の実地確認 

・各会社の本社において、計画管理費に関す

る財源上の課題、管理行為全般の実施状

況、協定変更内容のフォローアップ等につ

いて実地確認を行う（例年６～７月）とと

もに、各会社の現場（各会社１事務所）に

おいて、事前に設定したテーマに対する取

り組み内容のヒアリングを行い、高速道路

の維持、修繕その他の管理の実施状況を確

認した。（例年10～12月） 

・また、実地確認の結果が全ての会社の高速

道路の管理に適切に反映されるよう、会社

が抱える課題とその解決方法、工夫事例等

を収集し、得られた情報の共有化を図っ

た。（例年３月） 

 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１―③ 
高速道路事業 
１ 会社による管理の適正な水準の確保を通じた高速道路資産の適切な保有及び貸付け 
③ アウトカム指標達成のための取組、指標の設定 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第１号 
高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 

当該項目の重要度、困難度 

【重要度：高】 
アウトカム指標の適正な設定は、高速道路の安全性・利便性の向上に対

する各社の取組状況を分かりやすく高速道路利用者に伝えるとともに、会
社がこれを自らの経営指標として計画的に取り組むことを促すために重
要であるため。 

関連する政策評価・行政事業レビュー － 

 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 
  

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ③ 機構と会社と

の間で設定してい

るアウトカム指標

について、機構がリ

ーダーシップを持

って、その達成が適

切になされるよう

会社と連携しつつ

取り組むとともに、

指標の設定に際し

ての会社間の考え

方の統一、会社の努

力を可視化できる

指標の設定、高速道

路を取り巻く環境

を踏まえた指標の

組替えに加え、中期

的な目標の見直し

③ 機構と会社と

の間で設定してい

るアウトカム指標

について、機構が

リーダーシップを

持って、その達成

が適切になされる

よう会社と連携し

つつ取り組むとと

もに、指標の設定

に際しての会社間

の考え方の統一、

会社の努力を可視

化できる指標の設

定、高速道路を取

り巻く環境を踏ま

えた指標の組替え

に加え、中期的な

＜評価の視点＞ 

アウトカム指標

について、高速道路

の管理水準を向上

させ、また、利用者

に分かりやすい指

標になるよう、会社

間の考え方の統一

を図り、指標の組替

え、見直し等、リー

ダーシップを持っ

て取り組んでいる

か。 

＜主要な業務実績＞ 

１）第５期中期計画の開始にあたり、中

期計画期末となる令和７年度における

到達目標として、中期的な目標値を定

め、公表した。 

 

２）会社の取組み状況や効果を直感的・

客観的に把握できるよう、「死傷事故を

へらす」、「渋滞をへらす」などの目的

ごとに関連する指標を集約し、目的達

成に向けた取組み状況等を最も端的に

示す主指標と、それを補完する従指標  

に設定したうえで、各指標の相対化や

見せ方の工夫を行った。 

 

３）各社統一的な中期目標が設定されて

いないことや、最新の施策動向が反映

されていないなどの課題を踏まえ、ア

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成している

ためＢとする。 

 

＜課題と対応＞ 

・特になし 

評定  評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 



8 

や新たな設定など

を通じ、会社が自ら

の経営指標として

計画的に取り組む

ことを促し、高速道

路の管理水準を一

層向上させ、もって

高速道路利用者に

対するサービス向

上を図ること。 

 特に中期的な

目標については、中

期的なサービス水

準を示すとともに、

その進捗状況を確

認することなどを

通じて、適切な維持

管理の実施、事故・

渋滞対策の推進、過

積載車両の取締り

の強化、ＳＡ・ＰＡ

におけるサービス

の向上等について、

会社による計画的

かつ実効的な事業

実施を確保するこ

と。 

目標の見直しや新

たな設定などを通

じ、会社が自らの

経営指標として計

画的に取り組むこ

とを促し、高速道

路の管理水準を一

層向上させ、もっ

て高速道路利用者

に対するサービス

の向上を図る。 

特に中期的な目

標については、中

期的なサービス水

準を示すととも

に、その進捗状況

を確認することな

どを通じて、適切

な維持管理の実

施、事故・渋滞対策

の推進、過積載車

両の取締りの強

化、ＳＡ・ＰＡにお

けるサービスの向

上等について、会

社による計画的か

つ実効的な事業実

施を確保する。 

 

ウトカム指標の改善（目標統一化、指

標の見直し）について検討するため、

機構が主導して、高速会社、本省との

検討会を令和６年８月に設置した。 

 

４）会社の取組計画を基に設定していた

中期的な目標値について、各施策の達

成すべきサービス水準等を踏まえて、

機構が統一的な目標値を設定する方針

を会社と調整したうえで、令和６年度

に合意を得た。 

 

５）メンテナンス指標及び耐震指標につ

いて、機構が主体となって指標の課題

を整理し、改善案を会社と連携して検

討したうえで、令和６年１２月に機構

ファクトブックにおいて公表した。 

 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１―④ 
高速道路事業 
１ 会社による管理の適正な水準の確保を通じた高速道路資産の適切な保有及び貸付け 
④ 料金水準や割引の見直し 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第１号 
高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 
  

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 （見込評価） （見込評価） （期間実績評価） 
 ④ 高速道路の適

切な利用のため、料

金水準や割引につ

いては、これまでの

対応による影響を

検証しつつ、社会状

況の変化等も踏ま

え、他の交通機関へ

の影響も考慮した

上で、国及び会社と

連携して必要に応

じて柔軟かつ多様

な料金設定となる

よう見直すこと。 

具体的には、企画

割引については、観

光振興や地域活性

化の観点から更な

る推進を図るため、

会社や関係機関と

連携しながら、会社

④ 高速道路の適

切な利用のため、料

金水準や割引につ

いては、これまでの

対応による影響を

検証しつつ、社会状

況の変化等も踏ま

え、他の交通機関へ

の影響も考慮した

上で、国及び会社と

連携して必要に応

じて柔軟かつ多様

な料金設定となる

よう見直す。 

具体的には、企画

割引については、観

光振興や地域活性

化の観点から更な

る推進を図るため、

会社や関係機関と

連携しながら、会社

＜評価の視点＞ 

料金水準や割引

について、国や会社

と連携して必要に

応じた検討・見直し

を行っているか。 

 

＜主要な業務実績＞ 

１）休日割引について、繁忙期等の渋滞

激化を踏まえ、令和４（2022）年度よ

りゴールデンウィーク、お盆及び年末

年始を適用しないことを継続して実施

したほか、令和６（2024）年度からは

シルバーウィークを加え、令和７

（2025）年度からは３連休についても

適用しないことを実施した。また、よ

り効果的な観光需要を喚起する必要が

あることを踏まえ、土曜・日曜・祝日

に集中している観光需要を平準化する

観点から、令和４（2022）年１１月よ

り高速道路観光周遊割引を平日のみの

利用期間で申込みのうえ利用した場

合、販売価格の最大 15％相当を還元す

るキャンペーンを実施した。 

 

２）平日朝夕割引について、勤務形態が

多様化している状況や通勤時間帯の一

部高速道路が混雑している状況を踏ま

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成している

ためＢとする。 

 

＜課題と対応＞ 

・特になし 

評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
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が貸付料の支払い

に支障が生じない

範囲で柔軟に運用

できるように検討

すること。 

また、休日割引等

についても、交通状

況等を適切に考慮

し、会社と連携して

柔軟な運用を検討

すること。 

加えて、混雑状況

に応じた料金の導

入についても、交通

需要等の偏在によ

る混雑の緩和を図

る観点から、会社と

連携して適切に検

討を行うこと。 

が貸付料の支払い

に支障が生じない

範囲で柔軟に運用

できるように検討

する。 

 

また、休日割引等

についても、交通状

況等を適切に考慮

し、会社と連携して

柔軟な運用を検討

する。 

加えて、混雑状況

に応じた料金の導

入についても、交通

需要等の偏在によ

る混雑の緩和を図

る観点から、会社と

連携して適切に検

討を行う。 

え、令和５（2023）年４月より石川県

の一部の区間でフリータイム通勤パス

割引の社会実験を開始し、同年６月か

らは石川県全域に拡大した。令和６年

（2024）年度からは石川県を含む全国

６道県に拡大して実施した。 

 

３）観光振興や地域活性化の観点より会

社から届出のあった企画割引等につい

て、内容及び貸付料の支払いに支障が

生じないことを確認した。 

 

４）深夜割引見直しについて、深夜割引

適用待ち車両の滞留等の課題を踏ま

え、適用時間帯の走行分を対象として

割り引くことや、トラック運転手の負

担軽減のため割引適用時間帯の拡大に

向けた見直しを実施中。 

 

４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１―⑤ 
高速道路事業 
１ 会社による管理の適正な水準の確保を通じた高速道路資産の適切な保有及び貸付け 
⑤ 高速道路の更なる進化・改良 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第１号 
高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 
  

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 （見込評価） （見込評価） （期間実績評価） 
 ⑤ 機構は、引き続

き社会的な要請を

踏まえ、高速道路の

機能強化を図るた

め、会社と連携し

て、強靱性の向上、

安全・安心の確保及

び快適性の向上並

びに持続可能性の

確保及び地域活性

化の促進の観点に

おいて、高速道路の

更なる進化・改良を

進めること。 

なお、こうした進

化・改良や高速道路

の機能の保全を進

めるに当たっては、

ＳＡ・ＰＡにおける

利便性向上のニー

⑤ 引き続き社会

的な要請を踏まえ、

高速道路の機能強

化を図るため、会社

と連携して、強靱性

の向上、安全・安心

の確保及び快適性

の向上並びに持続

可能性の確保及び

地域活性化の促進

の観点において、高

速道路の更なる進

化・改良を進める。 

なお、こうした進

化・改良や高速道路

の機能の保全を進

めるに当たっては、

ＳＡ・ＰＡにおける

利便性向上のニー

ズ、自動運転などの

＜評価の視点＞ 

高速道路の更な

る進化・改良に向け

て、関係機関と連携

して取り組んでい

るか。 

＜主要な業務実績＞ 

・高速道路の SA・PAの混雑解消及び物流

確保等の社会的要請に対応するため、

大学等の研究機関とも適宜連携しつ

つ、幅広い専門的見地から検討を行う

ことを目的に、令和４年８月に、機構

が主導して、有識者、会社による「高

速道路 SA・PAにおける利便性向上に関

する検討会」を設置した。 

 

・令和４年度は検討会を４回開催し、高

速道路を取り巻く現状、ＳＡ・ＰＡに

おける現状・課題に関して、データ分

析、関係団体へのアンケートを行い、

課題解決に向けた方向性・具体的な対

策といった進化に関する基礎資料を整

理し、令和５年２月に提言として「中

間とりまとめ」を公表した。 

 

・令和５年度は検討会を２回開催し、「中

＜自己評価＞ 

評定：Ａ 

・高速道路の SA・PA

の混雑解消及び物

流確保等の社会的

要請に対応するた

め、機構が主導して

有識者、会社による

検討会を実施し、会

社 と 連 携 し て  

課題解決に向けた

方向性・具体的な対

策といった進化に

関する基礎資料を

整理し、「中間とり

まとめ」として公表

した。 

・ 更に翌年度に

は、中間とりまとめ

の対策内容につい

評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
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ズ、自動運転などの

高速道路を取り巻

く技術の進展、その

他高速道路に関係

する国が定める方

針等を踏まえつつ、

将来に必要な投資

やその負担のあり

方について、関係機

関と連携しながら、

検討し、適切な対応

に努めること。 

高速道路を取り巻

く技術の進展、その

他高速道路に関係

する国が定める方

針等に基づき、将来

に必要な投資やそ

の負担のあり方に

ついて、関係機関と

連携しながら、検討

し、適切な対応に努

める。 

間とりまとめ」に示された対策メニュ

ー について、限られた財源で効果的か

つ効率的な整備を進めるため、短期か

ら中長期に渡る段階的な整備の考え方

や新たな取組内容等を具体的に整理

し、令和５年１２月に各社統一的な「整

備方針」を公表した。機構が主導し整

理した整備方針に基づき、会社は令和

６年度以降の具体的な対策実施箇所を

選定した。 

 

・令和６年度は駐車マスの拡充等に要す

る土地の確保及び物流労働環境改善に

向けたシャワー施設の整備を図ること

を目的として、既存の道路敷地と会社

敷地を有効活用するための実質的な土

地交換の手続きを会社と連携して実施

した。 

（湾岸長島ＰＡ・土山ＳＡ、茨木千提寺

ＰＡ） 

 

て、限られた財源で

効果的・効率的な整

備を図る視点から、

段階的な整備の考

え方を含む各社統

一的な「高速道路Ｓ

Ａ・ＰＡにおける利

便性向上に関する

整備方針」を公表し

た。 

 

これらを踏まえて

Ａ評価とする。 

 

 

＜課題と対応＞ 

・特になし 

 

 

４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２― ①②③ 
高速道路事業 
２ 承継債務及び会社から引き受けた債務の早期の確実な返済 
①②③ 会社との協定の締結 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１３条第１項 
機構は、前条第一項の業務を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところに

より、会社と、全国路線網、地域路線網又は一の路線に属する高速道路（当該高速道

路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあって

は、それぞれの会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う高速道路の各部

分。以下この項において同じ。）ごとに、次に掲げる事項をその内容に含む協定（以

下「協定」という。）を締結しなければならない。 
当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 
  

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

                                                           注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 （見込評価） （見込評価） （期間実績評価） 
 ① 会社との協定

の締結に当たって

は、将来調達金利、

交通量、経済動向等

の見通しについて

十分に検討すると

ともに、従前の高速

道路事業の実施状

況も踏まえつつ、適

正な品質や管理水

準が確保されるこ

とを前提とした上

で、高速道路の新

設、改築、維持、修

繕、災害復旧その他

① 会社との協定

の締結に当たって

は、関係機関の協力

を得て、将来調達金

利、交通量、経済動

向等の見通しにつ

いて最新の知見に

基づき十分に検討

するとともに、従前

の高速道路事業の

実施状況も踏まえ

つつ、適正な品質や

管理水準が確保さ

れることを前提と

した上で、高速道路

＜評価の視点＞ 

・協定変更にあた

って、会社が行う

管理の内容、貸付

料の額及び貸付

期間、会社が徴収

する料金の額及

びその徴収期間、

債務引受限度額

等を適切に定め

ているか。 

・会社から引き

受けた債務額と債

務引受限度額の乖

離の要因分析、その

＜主要な業務実績＞ 

・令和５（2023）年度に道路整備特別措

置法等が改正され、高速道路の更新・

進化事業を追加するに当たり、協定に

おいて、透明性を確保しつつ確実に債

務を返済するための枠組みを関係機関

と協議し構築した。 

 

【債務返済の枠組みの概要】 

・協定資料において、更新事業は、工

事の路線・内容や債務引受限度額を

先行特定更新等工事と後行特定更新

等工事に区分。 

・進化事業の引受け債務は、建設債務、

更新債務と分けて追加事業に区分。 

＜自己評価＞ 

評定：Ａ 

・道路整備特別措

置法等の改正を

踏まえて追加さ

れる高速道路の

更新・進化事業に

ついて、協定にお

いて、透明性を確

保しつつ確実に

債務を返済する

ための枠組みを

機構が主体とな

って調整・構築し

た。 

評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
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の管理の内容、貸付

料の額及び貸付期

間（協定の締結日か

ら起算して50年以

内）、会社が徴収す

る料金の額及びそ

の徴収期間、会社か

ら引き受けること

となる債務の限度

額（以下「債務引受

限度額」という。）

等を定めること。 

 

 

 なお、更新等につ

いては、協定変更時

における点検技術

等を前提に、国及び

会社と連携し、ライ

フサイクルコスト

の算出及び推計を

踏まえ必要性及び

合理性を確認する

こと。 

また、債務引受限

度額は、事業費の管

理を適切に行うこ

とができる範囲を

単位として、適正な

額を設定するとと

もに、機構が会社か

ら債務を引き受け

る際、会社から引き

受けた実際の債務

の額と債務引受限

度額との乖離の要

因分析及びその結

果を踏まえた設定

方法の見直しの徹

底に取り組み、今後

の債務引受限度額

の設定に適切に反

映すること。 

 

 

 

 

の新設、改築、維持、

修繕、災害復旧その

他の管理の内容、貸

付料の額及び貸付

期間（協定の締結日

から起算して 50 年

以内）、会社が徴収

する料金の額及び

その徴収期間、会社

から引き受けるこ

ととなる債務の限

度額（以下「債務引

受限度額」という。）

等を定める。 

 なお、更新等につ

いては、協定変更時

における点検技術

等を前提に、国及び

会社と連携し、ライ

フサイクルコスト

の算出及び推計を

踏まえ必要性及び

合理性を確認する。 

また、債務引受限

度額のうち新設及

び改築に係るもの

については供用予

定区間を単位とす

ることを基本とし、

修繕に係るものに

ついては修繕時期

及び施設の長期的

な健全性を考慮し

て当該限度額の設

定単位を定め、単位

ごとに適正な額を

設定する。 

さらに、機構が会

社から債務を引き

受ける際、会社から

引き受けた実際の

債務の額と債務引

受限度額との乖離

の要因分析及びそ

の結果を踏まえた

設定方法の見直し

の徹底に取り組み、

今後の債務引受限

度額の設定に適切

結果を踏まえた設

定方法の見直し、今

後の債務引受限度

額の設定への反映

が行われているか。 

・更新事業・進化事業ともに、料金徴 

収期間を延長することにより得られ

る財源を活用し、その債務を返済。 

 

・債務返済の枠組み構築にあたっては、

機構が立案したうえで関係機関と協議

し、決定した。 

 

・令和６（2024）年３月の協定変更にお

いて、財源・使途ともに多岐にわたる

項目を盛り込みながら、債務の確実な

償還が果たせるよう償還計画を見直し

た。 

 

・償還計画の見直しに当たって、各項目

の調整と並行して償還確認を繰り返

し、令和６年３月の期限内に協定変更

を締結することができた。 

 

・労務単価や資材価格等の上昇分に加え

て、高速道路の安全・安心確保に必要

な事業量を確認したうえで、限られた

財源を活用して必要な事業費を確保す

ることで、会社の事業執行を支援した。 

 

・管理費用の過年度実績、構造物の補修

計画、新設・改築事業の事業再評価資

料等を基に必要最小限の事業量及び事

業費を確認した。 

 

 

・令和６（2024）年

３月の協定変更

は、関係機関と緊

密に調整しつつ、

高速道路の更新・

進化事業の追加

や料金体系の見

直しの他、財源・

使途ともに多岐

にわたる項目を

盛り込みながら、

債務の確実な償

還が果たせるよ

う短期間で償還

計画を見直し、協

定変更を締結し

た。 

 

・労務単価等が上

昇、想定以上に事

業量が増大する

中、必要な事業費

を限られた財源

を活用して確保

することで、会社

の事業執行を支

援した。 

 

 これらを踏まえ

てＡ評価とする。 

 

＜課題と対応＞ 

・特になし・ 
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② 機構は、会社

に対する道路資産

の貸付けに係る貸

付料については、

機構が収受する占

用料その他の収入

と併せて、債務の

返済に要する費用

等を貸付期間内

（協定の締結日か

ら起算して 50年以

内）に償うものと

なるよう定めるこ

と。 

その際、毎事業

年度の「全国路線

網」、「地域路線

網」、「一の路線」

ごとの貸付料の額

については、それ

ぞれの走行台キロ

ベースの交通量、

会社が徴収する料

金収入及び高速道

路の管理費の実績

や将来の見通しを

勘案して定めるこ

と。 

また、計画管理費

が計画値と実績値

で乖離が発生した

場合には、その乖離

についての要因を

分析し、維持管理等

に係る費用の適正

性を確認した上で、

必要に応じて協定

変更をするなど適

切な対応を取るこ

とにより、適正な貸

付料の算定を図る

こと。 

 

に反映する。 

 

②貸付料は、機構が

収受する占用料そ

の他の収入と併せ

て、債務の返済に要

する費用等を貸付

期間内（協定の締結

日から起算して 50

年以内）に償うもの

となるよう定める。 

また、毎事業年度

の「全国路線網」、

「地域路線網」、「一

の路線」ごとの貸付

料の額は、それぞれ

の走行台キロベー

スの交通量を勘案

した会社が徴収す

る料金収入から高

速道路の管理費を

控除することによ

り算定することと

し、将来における料

金収入及び管理費

を見通した上で、そ

の計画値をもって

算出する。 

なお、計画管理費

が計画値と実績値

で乖離が発生した

場合には、その乖離

についての要因を

分析し、維持管理等

に係る費用の適正

性を確認した上で、

必要に応じて協定

変更をするなど適

切な対応を取るこ

とにより、適正な貸

付料の算定を図る。 

 

 

③ おおむね５年

ごとに、独立行政法

人日本高速道路保

有・債務返済機構法

（平成 16 年法律第

100号。以下「機構
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③ おおむね５年

ごとに、機構法第12

条第１項の業務の

実施状況を勘案し、

協定について検討

を加え、これを変更

する必要があると

認めるとき又は大

規模な災害の発生

その他社会経済情

勢の重大な変更が

あり、これに対応し

て協定を変更する

必要があると認め

られるときは、債務

の返済等が確実か

つ円滑に行われる

とともに、高速道路

の管理が適正かつ

効率的に行われる

よう、必要に応じ

て、適切な措置を講

ずること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、協定等の変

更があった場合に

は、その内容、理由

等をわかりやすく

公表し、透明性の確

保及び国民に対す

る説明責任を果た

すこと。 

法」という。）第 12

条第１項の業務の

実施状況を勘案し、

協定について検討

を加え、これを変更

する必要があると

認めるとき、又は大

規模な災害の発生

その他社会経済情

勢の重大な変化が

あり、これに対応し

て協定を変更する

必要があると認め

るときは、債務の返

済等が確実かつ円

滑に行われるとと

もに、高速道路の管

理が適正かつ効率

的に行われるよう、

必要に応じて、会社

と協議の上、協定を

変更する。 

その際、債務の

返済等が確実かつ

円滑に行われるこ

との担保と、強靭

で信頼性のあるネ

ットワークの構

築・機能維持や高

速道路の管理が適

正かつ効率的に行

われるような投資

規模の確保の両立

を図る。 

なお、長期的な資

金収支の見通しの

観点から効率的な

債務返済に支障が

無いことを確認す

る。協定変更に当た

っては、高速道路の

新設、改築、維持、

修繕、災害復旧その

他の管理の内容、貸

付料の額及び貸付

期間、会社が徴収す

る料金の額及びそ

の徴収期間、債務引

受限度額等の見直
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 しその他の措置を

講ずる。 

さらに、これに基

づき、業務実施計画

（機構法第 14 条第

１項に規定する業

務実施計画をいう。

以下同じ。）を見直

す。 

 

 

 

 

 

 

また、貸付料の額

又は会社が徴収す

る料金の額が、機構

法第 17 条に規定す

る貸付料の額の基

準又は道路整備特

別措置法（昭和 31

年法律第 7号。以下

「措置法」という。）

第 23 条に規定する

料金の額の基準に

適合しなくなった

と認める場合その

他の業務等の適正

かつ円滑な実施に

重大な支障が生ず

るおそれがある場

合においても、必要

に応じて、会社と協

議の上、協定を変更

するなど、適切な措

置を講ずる。 

なお、協定等の変

更があった場合に

は、その内容、理由

等をわかりやすく

公表し、透明性の確

保及び国民に対す

る説明責任を果た

す。 

 

４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２―④ ２ 承継債務及び会社から引き受けた債務の早期の確実な返済 
④ 適切な債務残高管理 

関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第２号 
承継債務の返済（返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。）を行うこ

と。 
独立行政法人高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第３号 
次条第一項に規定する協定に基づき会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧

に要する費用に充てるために負担した債務を引き受け、当該債務の返済（返済のため

の借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。）を行うこと。 

当該項目の重要度、困難度 

【重要度：高】 
適切に債務残高の管理を行い、有利子債務の早期の確実な返済に努めるこ

とが、民営化の基本的枠組みにおける目的の１つである｢道路関係四公団合計
で約 40 兆円に上る有利子債務を一定期間内に確実に返済｣する上で重要であ
るため。 

関連する政策評価・行政事業レビュー  

 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 
  

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

【指標】 
有利子債務残高（※１） 

－ 26.3兆円 25.7兆円 24.8兆円 24.1兆円  
 予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

 決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

【指標】 
目標期間中の債務返済額 
（※２） 

－ 6.5兆円 1.8兆円 1.8兆円 1.9兆円  

 経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

 経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

※１ 現金預金、未収金、未払金等を考慮した債務残高（業務実施計画ベース）、※２ 収入と支出の収支差、基準値は中期目標策定時の令和４年度～令和７年度累計値 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ④ 機構は、承継債

務及び会社から引

き受けた債務の早

期の確実な返済を

実施するため、債務

返済の見通しにつ

いて、できる限り定

量的に把握し、特定

更新等工事に係る

債務をその他の債

務と区分した上で

常時適切な債務の

残高の管理に努め

④ 承継債務及び

会社から引き受け

た債務の早期の確

実な返済を実施す

るため、金利、交通

量等の変動を常時

注視し、債務返済の

見通しについてで

きる限り定量的に

把握することを通

じて、特定更新等工

事に係る債務をそ

の他の債務と区分

＜主な定量的指標＞ 

・有利子債務残高 

・目標期間中の債

務返済額 

 

＜評価の視点＞ 

・債務残高の管理

を適切に行って

いるか。 

 

・長期的な資金

収支の見通しを踏

まえた債券の発行

＜主要な業務実績＞ 

・高速道路の利用動向や金利動向の把

握、交通量や料金収入に影響を与える

要因の分析を行うなど、債務返済の見

通しについてできる限り定量的に把握

することを通じて、適切な債務の残高

の管理に努めた。 

 

・特定更新等工事に係る債務をその他の

債務と区分した協定変更を行い、適切

な債務の残高の管理に努めた。 

 

・本中期目標期間中（Ｒ６（2024）年度

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 
・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成している

ためＢとする。 
 

＜課題と対応＞ 

・特になし・ 

評定  評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 



19 

るとともに、次に掲

げる点に留意する

こと。 

 

（指標） 

・有利子債務残高 

・目標期間中の債

務返済額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）全国路線網に属

する高速道路（機

構法第 13 条第２

項に規定する全

国路線網に属す

る高速道路をい

う。以下同じ。）

に係る有利子債

務については、毎

事業年度末にお

ける機構の債務

の残高が民営化

時点における承

継債務の総額を

した上で適切な債

務の残高の管理に

努めるとともに、次

の１）～５）に掲げ

る点に留意する。 

また、中期目標期

間に会社から引き

受ける有利子債務

額 8.2兆円を含め、

当該期間の期末時

点における機構の

有利子債務残高は

28.2 兆円（中期目

標期間の期首時点

における業務実施

計画の計画値）とな

ることを見込んで

おり、貸付料及び占

用料その他の収入

の確保を図り、一方

で、国民負担の最小

化を図るため、安定

的に低利での円滑

な資金調達に努め

るとともに、長期的

な資金収支の見通

しを踏まえた債券

の発行年限の設定

や資産帰属計画の

活用といった資金

収支マネジメント

による効率的な返

済などにより、徹底

した業務コストの

縮減を進める。 

１）全国路線網に属

する高速道路（機

構法第 13 条第２

項に規定する全

国路線網に属す

る高速道路をい

う。以下同じ。）

に係る有利子債

務については、毎

事業年度末にお

ける機構の債務

の残高が民営化

時点における承

継債務の総額を

年限の設定や資産

帰属計画の活用と

いった資金収支マ

ネジメントが行え

ているか。 

まで）における貸付料収入は計画値を

1,323億円（6％）上回る 2兆 2,023億

円となる一方、会社からの債務引受額

（有利子債務分）は計画を 2 兆 7,131

億円（69％）下回る 1兆 2,144億円と

なったことなどから、Ｒ６（2024）年

度末時点における有利子債務残高は、

24兆 1,073億円となった。 

※債務引受額が計画を下回った要因と

しては、主に供用時期の見直し等に

よるものである。 

 

・東日本高速道路株式会社及び中日本高

速道路株式会社の「道路資産帰属計画」

を国土交通大臣に申請し、認可を得た。 

効果的な債務残高管理・効率的な資

金調達につながる債務償還及び資金調

達の平準化に資する「道路資産帰属計

画」による債務引受に継続的に取り組

んだ。 

 

 

１）２）全国路線網、首都高速道路、阪

神高速道路に係る各年度末における機

構の有利子債務残高は、いずれも民営

化時点における承継債務の総額を下回

った。 

 

３）業務実施計画の対象となる高速道路

ごとの債務（全国路線網に属する高速

道路にあっては、ＮＥＸＣＯ３社及び

本四会社から徴収する貸付料を充てて

返済を行う債務の額を会社ごとに試算

した額）返済の各年度期首における達

成状況を把握し、計画、実績及びその

差を差異の理由を付して、記者発表及

びホームページにより公表した。 

 

４）５）全国路線網、首都高速道路、阪

神高速道路の債務について、各会社か

ら徴収する貸付料を充てて行われるそ

れぞれの返済の達成状況を把握し、そ

の内容を公表した。 

 



20 

上回らないこと。 

２）首都高速道路

（高速道路株式

会社法（平成 16 

年法律第 99 号。

以下「道路会社

法」という。）第

５条第２項第２

号に定める高速

道路をいう。以下

同じ。）及び阪神

高速道路（道路会

社法第５条第２

項第５号に定め

る高速道路をい

う。以下同じ。）

に係るそれぞれ

の有利子債務に

ついては、毎事業

年度末における

機構の債務の残

高が民営化時点

における承継債

務の総額を極力

上回らないよう

努めること。 

３）各会社が高速道

路の新設、改築等

に要する費用に

充てるために負

担した債務につ

いて機構が各会

社から引き受け

る額（機構法第

12 条第１項第５

号又は第８号の

規定による無利

子貸付けにより

行う災害復旧に

要する費用に係

るものを除く。）

は、それぞれ各会

社から徴収する

貸付料を充てて

返済することが

できる範囲内で

あること。 

４）全国路線網に属

する高速道路に

上回らないこと。 

２）首都高速道路

（高速道路株式

会社法（平成 16

年法律第 99 号。

以下「道路会社

法」という。）第

５条第２項第２

号に定める高速

道路をいう。以下

同じ。）及び阪神

高速道路（道路会

社法第５条第２

項第５号に定め

る高速道路をい

う。以下同じ。）

に係るそれぞれ

の有利子債務に

ついては、毎事業

年度末における

機構の債務の残

高が民営化時点

における承継債

務の総額を極力

上回らないよう

努めること。 

３）各会社が高速道

路の新設、改築等

に要する費用に

充てるために負

担した債務につ

いて機構が各会

社から引き受け

る額（機構法第

12 条第１項第５

号又は第８号の

規定による無利

子貸付けにより

行う災害復旧に

要する費用に係

るものを除く。）

は、それぞれ各会

社から徴収する

貸付料を充てて

返済することが

できる範囲内で

あること。 

４）全国路線網に属

する高速道路に
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あっては、東日本

高速道路株式会

社、中日本高速道

路株式会社、西日

本高速道路株式

会社及び本州四

国連絡高速道路

株式会社から徴

収する貸付料を

充てて返済を行

う債務の額を会

社ごとに試算し、

各会社から徴収

する貸付料を充

てて行われるそ

れぞれの返済の

達成状況を把握

し、その内容を公

表することとし、

各会社の経営責

任の明確化を図

ること。 

５）全国路線網に属

する高速道路以

外の高速道路に

あっては、業務実

施計画（機構法第

14 条第１項に規

定する業務実施

計画をいう。）の

対象となる高速

道路ごとの債務

について、各会社

から徴収する貸

付料を充てて行

われるそれぞれ

の返済の達成状

況を把握し、その

内容を公表する

こととし、各会社

の経営責任の明

確化を図ること。 

あっては、東日本

高速道路株式会

社、中日本高速道

路株式会社、西日

本高速道路株式

会社及び本州四

国連絡高速道路

株式会社から徴

収する貸付料を

充てて返済を行

う債務の額を会

社ごとに試算し、

各会社から徴収

する貸付料を充

てて行われるそ

れぞれの返済の

達成状況を把握

し、その内容を公

表すること。 

 

 

 

５）全国路線網に属

する高速道路以

外の高速道路に

あっては、業務実

施計画の対象と

なる高速道路ご

との債務につい

て、各会社から徴

収する貸付料を

充てて行われる

それぞれの返済

の達成状況を把

握し、その内容を

公表すること。 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２―⑤ 
高速道路事業 
２ 承継債務及び会社から引き受けた債務の早期の確実な返済 
⑤ 会社からの引受債務 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１５条第１項 
機構は、高速道路に係る道路資産が道路整備特別措置法第五十一条第二項から第四

項 までの規定により機構に帰属する時において、前条第一項の認可を受けた業務実

施計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下

「認可業務実施計画」という。）に定められた機構が会社から引き受ける新設、改築、

修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、会社が当該高速道

路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を引

き受けなければならない。 
当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 

 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 
  

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ⑤ 機構が、会社

から引き受ける債

務の額は、対象と

なる道路資産に対

し、適正なもので

あるとともに、道

路資産を機構に帰

属させる場合に

は、当該資産の内

容の確認を適正に

実施すること。 

 

⑤ 会社から引き

受ける債務の額

は、対象となる道

路資産に対し、適

正なものであると

ともに、道路資産

を機構に帰属させ

る場合には、当該

資産の内容の確認

を適正に実施す

る。 

 

＜評価の視点＞ 

会社からの債務

の引き受け額は、対

象となる道路資産

に対して適正なも

のか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）各年度に債務引受のあった高速道路

の新設、改築、修繕、災害復旧事業及び

特定更新等工事について、当該年度にお

ける各事業の債務引受限度額と債務引受

額の差額とその理由を透明性の観点から

記者発表するとともにホームページによ

り公表した。（例年８月） 

 

２）本中期目標期間中（Ｒ６（2024）年

度まで）における債務引受（有利子債務

及び無利子債務）について、32,750億円

（新設・改築 6,780億円、修繕 15,810億

円、災害復旧 414億円、特定更新等工事

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

・左記のとおり業

務を実施し、計画を

達成しているため

Ｂとする。 

 

＜課題と対応＞ 

・特になし 

評定  評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
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9,746 億円）の債務引受契約を行った。

会社から債務を引き受ける際には、平成

17（2005）年 10 月に各会社と締結した

「高速道路資産の機構への帰属・債務の

引受の運用について」に基づき作成され

た事業費内訳等の書類により、引受額が

適正な額であることを確認するととも

に、資産管理作業マニュアルに基づき、

チェックシートを活用しつつ、書類、現

地の写真等により道路資産の内容を適切

に確認した。 

 
３）月次資産データについて、資産管理

作業マニュアルに基づき、内容を確認

した。 
  
４）道路資産について、機構保有承継資

産の現地確認実施マニュアルに基づ

き、本中期期間中(R4～R6年度まで)43

箇所の現地確認を実施した。 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２―⑥ 
高速道路事業 
２ 承継債務及び会社から引き受けた債務の早期の確実な返済 
⑥ 効率的な債務返済のための資金調達 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第２２条第１項 
機構は、第十二条第一項第二号及び第三号に規定する業務に必要な費用に充てるた

め、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本高速道路保有・債務返

済機構債券（以下この章において「債券」という。）を発行することができる。 

当該項目の重要度、困難度 
【重要度：高】 

民営化の基本的枠組みにおける目的の１つである｢道路関係四公団合計
で約 40 兆円に上る有利子債務を一定期間内に確実に返済｣を遂行するた
めには、できる限り支払利子の圧縮に努める必要があるため。 

関連する政策評価・行政事業レビュー － 

 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 
  

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ⑥ 債務返済に係

る借換資金等の資

金調達に当たって

は、長期的な観点か

ら、将来の借換えに

伴う金利上昇リス

クの軽減や効率的

な債務返済を継続

的に行うための適

切な調達年限の設

定や調達手段の選

定を行うことによ

り、支払利子の圧縮

に努めること。 

 

 

⑥ 債務返済に係

る借換資金等の資

金調達に当たって

は、長期的な資金

収支を見通し、将

来の借換えに伴う

金利上昇リスクの

軽減や効率的な債

務返済を継続的に

行うための適切な

調達年限の設定や

調達手段の選定を

行うことに加え、

積極的なＩＲ活動

を通じた市場との

対話によって投資

＜評価の視点＞ 

・市場環境を踏ま

え、必要資金を安

定的かつ確実に

調達できている

か。 

・適切な調達年限

の設定や調達手

段の選定を行っ

ているか。 

・会社と資産帰属

計画の活用や会

社発行債券の発

行年限等の調整

が行われている

か。 

＜主要な業務実績＞ 

１）将来の長期的な資金収支の見通しに

基づき、①効率的な債務返済の観点か

ら資金調達需要の谷を埋めるととも

に、②各年度の資金調達需要を平準化

させるよう発行計画を策定することで  

将来の金利動向による支払利子への影

響の軽減を図った。 

また、金利上昇局面に際し、将来の資

金収支の見通しとも整合するよう超長

期債の発行を計画し、将来の借換え時

における金利上昇リスクの軽減を図っ

た。 

令和７年度予算については、各会社と

も調整・協力し従来よりも精緻な長期

的な資金収支見通しや収入増加の見込

＜自己評価＞ 

評定：Ａ 

・長期的な資金収

支の見通しを踏ま

え、各会社とも調

整・協力し各年度の

資金調達需要の谷

を埋めることを達

成 したほか、月次

の償還額について

も平準化を行うな

ど、金利上昇リスク

の軽減や効率的な

債務返済を進めた。 

 

・政府保証債・財投

評定  評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
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さらに、資産帰属

計画の活用や会社

発行債券の発行年

限等の調整を行う

ため、会社との資金

調達に関する情報

共有及び共通課題

の検討等を実施す

ること。 

 

家の維持拡大に努

めるなど市場との

リレーション等を

確保し、資金調達

力を維持すること

により、支払利子

の圧縮に努める。 

さらに、資産帰

属計画の活用や会

社発行債券の発行

年限等の調整を行

うため、会社との

資金調達に関する

情報共有及び共通

課題の検討等を実

施する。 

 

を踏まえて要調達額を見積もったうえ

で、金利上昇を受けた市場の動向への

対応を意図し、超長期年限を減らし中

期年限を増やして全体の平均調達年限

を短期化することで環境に応じた調達

年限のバランスを柔軟にした。 

 

２）また、機構と会社で連絡会議を開催

し、会社債務も考慮した債務償還の平

準化への取組みを推進した。供用前で

あっても国交省の認可を受けて部分的

に道路資産（債務）を引き受けること

ができる資産帰属計画の活用（令和 4

年度は横浜環状南線を対象に 110 億

円、令和 5年度は東京外環道を対象に

217 億円、令和 6 年度は横浜環状南線

を対象に 138億円実施。令和 7年度か

らは対象会社を NEXCO 東日本に NEXCO

中日本を加えて 2社に拡充させること

とし、令和 7年 3月に東京外環道を対

象に 523億円申請・認可を実施（令和

7年度引受予定））を進め各年度の資金

需要の平準化に努めたほか、従来の債

券発行の年限調整に加えて、効率的な

資金繰りのため、債券の償還月を分散

して設定することにより月次の債務償

還の平準化を引き続き進めた。 

 

３）ＩＲにおいては、令和 4年度からソ

ーシャルボンドを発行し、ＥＳＧへの

関心を示す投資家の一層の取込みのた

め、リピート購入の働きかけや、投資

家需要に応じたオッド年限の提案など

戦略的かつ積極的なＩＲ活動を実施し

た。これにより令和 4～6 年度の 3 年

間で 321件の新規投資家（中央、地方

銀行、地方公共団体、諸法人等）を獲

得したほか、投資家需要を精緻に把握

し、超長期年限のうち複数のオッド年

限を発行することで、基軸年限だけで

の発行による需給悪化及びそれに伴う

調達条件の悪化を引き起こすことなく

必要額の調達を行い、安定的な資金調

達に貢献した。 

 

４）巨額の資金調達を確実かつ安定的に

調達するための仕組みとして、財投機

関債については、従来の平準的な調達

を意識しつつも、認可申請額以内かつ

機関債をソーシャ

ルボンドとして発

行したことや積極

的なＩＲ活動等に

より、今中期 321 件

の新規投資家を獲

得し、資金調達力の

向上を図ったほか、

オッド年限の発行

など投資家需要に

基づくきめ細やか

な起債運営を行い、

安定的に資金調達

を実施した。 

 

・超過需要に応じ

た財投機関債の増

額発行を行い、年度

前半に調達を柔軟

に進捗させたこと

で、年度後半の厳し

い市場環境におい

ても、条件を大幅に

悪化させずに起債

を継続するなど、安

定的に巨額の資金

調達を完遂した。 

 

これらを踏まえて

Ａ評価とする。 

 

 

＜課題と対応＞ 

・特になし 
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それ以上低い利率では保守的な計画額

を満たせないぎりぎりの水準の利率を

前提に、需要に応じて発行額の増額を

可能とする柔軟な起債運営を活用し

た。これにより年度前半では追加のコ

スト負担が不要な範囲で調達額を増や

すことができただけでなく、年度後半

では需要が減退し想定していた金額を

集めるには困難な環境においても追加

で金利を上乗せして需要を集めるとい

った消耗戦を避けることができ、安定

的に巨額の資金調達を完遂した。政府

保証 10年債については、令和元年度以

来となるシ団方式での発行を令和 6年

度に行い、投資家層を拡大し、安定的

な資金調達を行った。また、投資家に

とっての予見可能性を高め、安定的に

投資計画に組み込んでもらうため、資

金調達スケジュールを公表し、政府保

証債については年間の発行予定をウェ

ブサイトで公表し、財投機関債につい

ては四半期毎に発行予定を証券会社を

通じて周知した。 

また、巨額の資金調達・債務返済を行

う機構において債務返済の確実性を向

上させるため、外部専門家の知見も活

用し、債務管理におけるリスク管理・

分析手法の高度化に関する検討を開始

した。 

 

５）手元現金及び預金の保有量について

は、各月の収支を把握・管理しながら、

年間３兆円を超える債務返済費の支出

を遅滞なく確実に行える必要な金額を

設定している。Ｒ６（2024）年度は、

収支の変更に対応して資金調達額を変

更するなど資金計画の見直しを適宜実

施することで、手元現金及び預金の保

有量を調整した。Ｒ７（2025）年度に

ついても、より精緻な検証を行い、必

要に応じて資金計画を見直すことによ

り、必要以上の手元現金及び預金を保

持せず、債務残高を抑えるように努め

ていく。 

 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―３、４ 高速道路事業  
３ 会社に対するスマートＩＣ等の整備及び首都高速道路又は阪神高速道路の新設、改築又は修繕のための無利子貸付け 
４ 会社に対する災害復旧のための無利子貸付け 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第４号 
首都高速道路（道路会社法第五条第二項第二号 に定める高速道路をいう。以下同
じ。）の新設若しくは改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして
政府若しくは政令で定める地方公共団体から受けた出資金又は阪神高速道路（同項
第五号 に定める高速道路をいう。以下同じ。）の新設若しくは改築に要する費用に
充てる資金の一部に充てるべきものとして政府若しくは政令で定める地方公共団体
から受けた出資金を財源として、それぞれ、首都高速道路株式会社又は阪神高速道
路株式会社に対し、首都高速道路又は阪神高速道路の新設又は改築に要する費用の
一部を無利子で貸し付けること。 
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第５号 
国から交付された補助金を財源として、会社に対し、高速道路の災害復旧に要する
費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。 
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第６号 
国から交付された補助金を財源として、会社に対し、高速道路のうち当該高速道路
と道路（高速道路を除く。）とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備に
要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。 
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第７号 
国から交付された補助金を財源として、会社に対し、自動車駐車場（高速道路に附属
する道路の附属物（道路法第二条第二項に規定する道路の附属物をいう。）であるも
のに限る。）の整備（高速道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして
国土交通省令で定める施設の整備と一体的に行うものに限る。）に要する費用に充て
る資金の一部を無利子で貸し付けること。 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 



28 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 
  

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 機構が国から交

付されるスマート

ＩＣやＳＡ・ＰＡに

おける通行者又は

利用者の利便の確

保に資する施設と

一体的に整備され

る自動車駐車場の

整備のための補助

金及び国又は首都

高速道路若しくは

阪神高速道路に係

る出資地方公共団

体から交付される

首都高速道路又は

阪神高速道路の新

設、改築又は修繕の

ための出資金又は

補助金について、国

等と緊密な連携の

下、これらの資金を

財源とした会社に

対する適切な無利

子貸付けの貸付計

画を協定で定める

とともに、当該出資

金又は補助金が交

付された場合には、

会社による事業が

速やかに実施され

るよう、事務手続の

効率化に配慮し、遅

滞なく会社に対し

無利子貸付けを実

施すること。 

国から交付され

るスマートＩＣや

ＳＡ・ＰＡにおける

通行者又は利用者

の利便の確保に資

する施設と一体的

に整備される自動

車駐車場の整備の

ための補助金及び

国又は首都高速道

路若しくは阪神高

速道路に係る出資

地方公共団体から

交付される首都高

速道路又は阪神高

速道路の新設、改築

又は修繕のための

出資金又は補助金

について、国等と緊

密な連携の下、これ

らの資金を財源と

した会社に対する

適切な無利子貸付

けの貸付計画を協

定で定めるととも

に、当該出資金又は

補助金が交付され

た場合には、会社に

よる事業が速やか

に実施されるよう、

国、当該出資地方公

共団体及び会社と

協力し、効率的な事

務手続に努めるこ

ととし、遅滞なく会

＜評価の視点＞ 

補助金が交付さ

れた場合に、会社に

対する無利子貸付

けを遅滞なく行っ

ているか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）スマートＩＣ整備のための補助金に

ついては、国、ＮＥＸＣＯ３社及び本

四会社と協力し、効率的な事務手続に

努め、遅滞なく会社に対し無利子貸付

けを実施した。 

 

  特定駐車場施設整備事業補助金は該

当がなかった。 

 

２）首都高速道路及び阪神高速道路に係

る新設等の費用に充てるため国及び出

資地方公共団体から交付された出資金

について、国、出資地方公共団体及び

首都高速・阪神高速会社と協力し、効

率的な事務手続に努め、遅滞なく会社

に対し無利子貸付けを実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

・左記のとおり業

務を実施し、計画を

達成しているため

Ｂとする。 

 

＜課題と対応＞ 

・特になし 

評定  評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
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その際、機構は協

定で定めた貸付計

画等に基づき実施

する事業について

は、適時進捗状況を

確認することを通

じて、会社の計画的

な事業実施を促す

とともに、課題が生

じた場合には、国、

当該出資地方公共

団体及び会社と協

力して適切に対応

すること。 

 

機構は、国又は首

都高速道路若しく

は阪神高速道路に

係る出資地方公共

団体から災害復旧

に要する費用に充

てる資金の一部に

充てるべきものと

して補助金が交付

された場合には、会

社による速やかな

災害復旧及び安全

かつ円滑な交通の

確保に資するよう、

事務手続の効率化

に配慮し、遅滞なく

会社に対し無利子

貸付けを実施する

こと。 

 

社に対し無利子貸

付けを実施する。 

その際、機構は協

定で定めた貸付計

画等に基づき実施

する事業について

は、適時進捗状況を

確認することを通

じて、会社の計画的

な事業実施を促す

とともに、課題が生

じた場合には、国、

当該出資地方公共

団体及び会社と協

力して適切に対応

する。 

 

 

国又は首都高速道

路若しくは阪神

高速道路に係る

出資地方公共団

体から災害復旧

に要する費用に

充てる資金の一

部に充てるべき

ものとして補助

金が交付された

場合には、会社に

よる速やかな災

害復旧及び安全

かつ円滑な交通

の確保に資する

よう、国、当該出

資地方公共団体

及び会社とも協

力し、効率的な事

務手続に努める

こととし、遅滞な

く会社に対し無

利子貸付けを実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害復旧事業費補助金に関する事案は該

当がなかった。 

 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―５ 高速道路事業 
５ 高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するための仕組み 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第９号 
会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費

用の縮減を助長するため、必要な助成を行うこと。 
当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 

 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 
  

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ① コストの縮減

は国民負担の軽減

に寄与するもので

あり、その成果は国

民に還元されるべ

きものであること

から、会社が、適正

な品質や管理水準

を確保した上で経

営努力による高速

道路の新設、改築、

維持、修繕その他の

管理に要する費用

の縮減を行うよう、

会社に促す仕組み

を適正に運用する

とともに、更なるコ

スト縮減や、会社に

おける安全性や資

産価値の向上等を

図るための技術開

発等が促され、会社

① コストの縮減

は国民負担の軽減

に寄与するもので

あり、その成果は

国民に還元される

べきものであるこ

とから、会社が、適

正な品質や管理水

準を確保した上で

高速道路の新設、

改築及び修繕に係

る債務引受額の縮

減を行うよう、協

定において、会社

の経営努力によっ

て生じる縮減額の

一部に相当する額

について、会社に

対して助成を行う

仕組みを適正に運

用するとともに、

更なるコスト縮減

＜評価の視点＞ 

・助成制度を適正

に運用している

か。 

・制度を通じて新

技術の開発につ

ながっているか。 
 

＜主要な業務実績＞ 

１）本中期目標期間中（令和４（2022）

～令和６（2024）年 12月）に「高速道

路の新設等に要する費用の縮減に係る

助成に関する委員会」（以下「助成委員

会」という。）を計４回開催し、経営努

力要件に適合すると判断した 11 件の

認定を行い、これらにより約 13億円の

費用縮減が見込まれ、継続的に助成制

度を運用し、費用縮減に取り組んでい

る。なお、これまでに経営努力要件適

合性を認定したもののうち、本中期目

標期間中（令和６(2024)年度まで）に

支払い要件を満たした 43件について、

助成金（約 30億円）を交付した。 

 

２）認定された新技術等の一部は会社に

おいて標準化され、継続的な費用縮減 

が見込まれている。 

 

３）本中期目標期間中（令和４（2022）

～令和６（2024）年 12 月）に開催した

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

・左記のとおり業

務を実施し、計画を

達成しているため

Ｂとする。 

 

＜課題と対応＞ 

・特になし 

評定  評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
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にとってより活用

しやすい制度とな

るよう運用のあり

方について検討を

行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 助成対象額の

算定及び助成対象

技術の標準化の促

進については、開発

された新技術を他

の工事等に適用す

る方法について更

なる検討を行い、過

去の助成案件を踏

まえて適切に実施

するとともに、透明

性の向上を図るこ

と。 

 

③ 本制度につい

ては、高速道路が

果たすべき役割

を踏まえ、カーボ

ンニュートラル

やデジタル化に

関する取組のよ

うに、我が国全体

として進めてい

る政策について、

会社におけるよ

り積極的な取組

や、会社における

安全性や資産価値

の向上等を図るた

めの技術開発等が

促され、会社にと

ってより活用しや

すい制度となるよ

う運用のあり方に

ついて検討を行

う。 

また、貸付料の額

を固定することに

より、維持、修繕そ

の他の管理に要す

る費用（債務引受額

に 係 る も の を 除

く。）の縮減が、直

接会社の業績に反

映される仕組みと

し、協定の適切な見

直しを通じてその

成果を国民に還元

する。 

 

② 助成対象額の

算定及び助成対象

技術の標準化の促

進については、開発

された新技術を他

の工事等に適用す

る方法についても

更なる検討を行い、

過去の助成案件を

踏まえて適切に実

施するとともに、透

明性の向上を図る。 

 

③ 本制度につい

ては、高速道路が

果たすべき役割

を踏まえ、カーボ

ンニュートラル

やデジタル化に

関する取組のよ

うに、我が国全体

として進めてい

る政策について、

会社におけるよ

り積極的な取組

助成委員会の議事概要、委員会資料を

ホームページに掲載し、透明性の向上

を図った。また、助成委員会で審議さ

れたコスト縮減の取組を検索・閲覧で

きるシステムに新たに審議された案件

を掲載し、助成対象技術の標準化を含

め、各会社に対してコスト縮減の取組

を促した。 

 

４）カーボンニュートラル等の政策課題

に対応するため、令和５（2023）年度

に社会的便益が認められる取組に対

し、助成金交付額を加算する制度を新

設した。また、令和６（2024）年度に

認定した案件の内１件については、社

会的便益も併せて認定した。 

 



32 

につながるよう

に、更なる改善の

検討を行うこと。 

につながるよう

に、更なる改善の

検討を行う。 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―６ 高速道路事業 
６ 道路整備特別措置法に基づく道路管理者の権限の代行その他の業務 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第１０号 
会社が高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合において、道路整

備特別措置法 （昭和三十一年法律第七号）及び災害対策基本法 （昭和三十六年法律

第二百二十三号）に基づき当該高速道路についてその道路管理者（道路整備特別措

置法第二条第三項 に規定する道路管理者をいう。以下同じ。）の権限の代行その他

の業務を行うこと。 
当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 

 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 
  

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

【定量目標】 
特殊車両通行許可支援シ

ステムの運用開始後の年

間平均事務処理期間 

新規・変更

申請許可 

10.5日 

（標準処理期間

の2分の1） 

21日 

（標準処理期

間） 

9.8日 8.9日 10.6日  

 予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

 決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

 経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

更新申請

許可 

7日 

（標準処理期間

の2分の1） 

14日 

（標準処理期

間） 

5.9日 6.4日 6.9日  

 経常収益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

 行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

 従事人員数 84 83 83  

  注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ① 道路整備特別

措置法（昭和 31 年

法律第７号）に基づ

く道路管理者の権

限の代行その他の

業務について、会社

その他の関係機関

と密接な連携を図

りつつ、適正かつ効

率的に実施するこ

と。 

また、その事務手

続のあり方につい

ては、継続的に点検

を行い、道路管理事

務の効率化、限度超

過車両の通行の許

可等の申請者の負

担の軽減・利便性の

① 措置法に基づ

く道路管理者の権

限の代行その他の

業務について、会社

その他の関係機関

と密接な連携を図

りつつ、適正かつ効

率的に実施する。 

 

 

また、その事務手

続のあり方につい

ては、継続的に点検

を行い、道路管理事

務の効率化、限度超

過車両の通行の許

可等の申請者の負

担の軽減・利便性の

向上等を図るため、

＜主な定量的指標＞ 

特殊車両通行許

可支援システムの

年間平均事務処理

期間については、引

き続き、標準処理期

間の２分の１に短

縮する。(標準処理

期間：新規・変更申

請許可 21 日、更新

申請許可 14日) 

 

＜評価の視点＞ 

・会社と連携し

つつ、行政権限が適

正かつ円滑・効率的

に実施できたか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）特殊車両通行許可支援システム等に

よる事務効率化 
 

・会社が窓口となり機構が許可する特殊

車両通行許可について、平成 30（2018）

年度に運用を開始した特殊車両通行許

可支援システム等に加えて、令和４

（2022）年４月１日からオンライン申

請の運用を開始した。 

 

・職場や自宅等から 24時間申請が可能、

窓口への郵送が不要になったことによ

り手続期間が短縮（４～５日減）した。

また、許可証の電子発行により、車両

への常備が簡便となり、申請者の利便

性が向上した。 

 

・オンライン申請システム利用促進のた

＜自己評価＞ 

評定：Ａ 

・令和４(2022)年

度から導入した

特殊車両通行許

可オンライン申

請を短期間で普

及させ、申請者の

利便向上を実現

した。 

・会社と連携して、

道路損傷につな

がる重量違反や

積載不適当等の

取り締まりを行

うほか、新たに常

習違反に対する

評定  評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
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向上等を図るため、

引き続きシステム

の導入及び改良に

よる手続のオンラ

イン化等を進める

こと。 

１）特殊車両通行許

可支援システム等

については、会社と

連携し、適切な運用

がなされるよう努

めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、限度超過車

両の通行の許可に

当たっては、国と連

携して、令和４年４

月１日から運用開

始予定である「限度

超過車両の新たな

通行確認制度」の利

用促進を図り、手続

の更なる迅速化に

努めること。 

 

２）車両制限令違反

車両の削減目標

を設定すること

に加え、会社に自

動軸重計等の計

画的な整備、活用

を促すなど、国及

び会社と連携し、

取締りの強化を

図ること。 

 

３）高速道路上の落

下物について、会

引き続きシステム

の導入及び改良に

よる手続のオンラ

イン化等を進める。 

 

１）特殊車両通行

許可支援システム

等については、会

社と連携し、適切

な運用がなされる

よう努める。 

上記取組を通じ

て、特殊車両通行

許可支援システム

の年間平均事務処

理期間について

は、引き続き、標準

処理期間の２分の

１に短縮する。(標

準処理期間：新規・

変更申請許可 21

日、更新申請許可

14日) 

また、限度超過

車両の通行の許可

に当たっては、国

と連携して、令和

４年４月１日から

運用開始予定であ

る「限度超過車両

の新たな通行確認

制度」の利用促進

を図り、手続の更

なる迅速化に努め

る。 

 

２）車両制限令違反

車両の削減目標

を設定すること

に加え、会社に自

動軸重計等の計

画的な整備、活用

を促すなど、国及

び会社と連携し、

取締りの強化を

図る。 

 

３）高速道路上の落

下物について、会

め、機構・会社によるポスター広報、機

構特車許可パンフレットの更新による

周知に加え、システム操作性向上や添付

書類の削減等のシステム改修を行い、申

請者の利便性が向上し、運用開始からオ

ンライン申請率（申請者ベース）を 96％

（令和６年度４/四半期）にまで引き上

げ、一定の利用率に到達した。 
 
・国が実施する特殊車両通行確認制度

（新特車制度）についても、機構ホー

ムページ及びオンライン申請システム

にバナーを掲載するなど周知を行っ

た。 

 
２）３）権限代行業務の適切な実施 
・通常の業務に加え、会議や現場確認を

通じて、高速道路６会社と課題、情報の

共有や効率的な進め方について意見交

換を行うなど、会社と連携しつつ、業務

効率化を図りながら権限代行業務を適

正に実施 
 ⇒占用許可については R4 年度 3,433

件、R5年度 2,843件、R6年度 3,600

件の許可業務を行った（R6年度末総

件数 18,510 件）、また R6 年度は民

営化時に許可をした連結の更新時期

にあり 704件の連結更新を行った。 

⇒特殊車両通行許可については、R4年

度 9,617 件（許可台数 76,805 台）・

協議 14,760 件 R5 年度 9,657 件（許

可台数 59,402台）・協議 20,816件、

R6 年度 9,578 件（許可台数 67,572

台）・協議 20,853件 

 

・会社と連携し、料金所などでの監視・

引込み等による取締りを行い、車両制

限令違反車両や積載不適当車両に対し

て、措置命令の発出等を行った。また、

新たに常習違反に対する刑事告発も実

施した。 
 
－措置命令書発出 

R4年度 1,474件、R5年度 1,774件、 

R6年度 1,774件 

－基準の２倍以上の車両の告発 

R4年度２件、R5年度２件、 

R6年度４件 

－重大な違反行為等に係る警告書発出件

刑事告発も実施

した。 

・高架下の有効活

用をはかるとと

もに占用料の増

額もできる占用

入札の拡大を行

った。 

・業務効率化を図

りつつ大量の許

可業務棟の権限

代行業務を適切

に実施した 

 

 

・これらを踏まえ

てＡ評価とする。 

 

＜課題と対応＞ 

・特になし 
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社と連携しつつ、

物流事業者等へ

車両の積載の事

前点検の強化を

促すとともに、早

期発見・早期回収

に向けた体制強

化等を図ること。 

 

４）大雪時の対応に

ついて、会社と連

携しつつ、物流事

業者等に冬用タ

イヤ・チェーン装

着の事前点検の

強化を促すとと

もに、大規模滞留

の発生を防ぐた

めの予防的通行

止めを含む早期

の通行規制やそ

の早期解除等の

実施に向け、関係

機関との連絡体

制の強化等を図

ること。 

 

５）占用入札制度を

積極的に運用し、

高架下の有効活

用等に努めるこ

と。 

 

② 通行止めに係

る情報等の機構

が把握する各種

の情報を、利用者

の利便の向上に

つながるよう会

社や他の道路管

理者とも連携し

つつ、積極的にそ

の活用を図るこ

と。 

社と連携しつつ、

物流事業者等へ

車両の積載の事

前点検の強化を

促すとともに、早

期発見・早期回収

に向けた体制強

化等を図る。 

 

４）大雪時の対応

について、会社

と連携しつつ、

物流事業者等に

冬用タイヤ・チ

ェーン装着の事

前点検の強化を

促すとともに、

大規模滞留の発

生を防ぐための

予防的通行止め

を含む早期の通

行規制やその早

期解除等の実施

に向け、関係機

関との連絡体制

の 強 化 等 を 図

る。 

 

５）占用入札制度を

積極的に運用し、

高架下の有効活

用等に努める。 

 

② 通行止めに係

る情報等の機構

が把握する各種

の情報を、利用者

の利便の向上に

つながるよう会

社や他の道路管

理者とも連携し

つつ、積極的にそ

の活用を図る。 

R4年度 492件、R5年度 603件、 

R6年度 601件 

－是正指導実施件 

R4年度 67件、R5年度 108件 

R6年度 92件 

 

・重量超過車両に対する指導強化のた

め、令和５（2023）年４月１日から自

動軸重計を活用した指導取締りの運用

を開始した。 

警告書発出、是正指導実施 

（R5年度 13件、R6年度 46件） 

 

４）通行の禁止措置の迅速な実施 
・自然災害の激甚化・頻発化等大規模災

害発生時への対 
応に備え、会社や関係機関と連携して、

通行止め基準等の検討を行った。 
・災対法区間指定により速やかに滞留車

の排除をするため、雪のシーズン前に

会社との手続き確認や災対法適用訓練

（R4年度８回 、R5年度３回、 

R6年度 10回）を実施。 
 

・地震や大雨の場合には、基準値に達し

た時点で速やかに通行止めを実施し

た。 
⇒基準値に達した件数： 

R4年度計 53件（地震２件、大雨 51件）、

R5年度計 52件（地震３件、大雨 49件）、 

R6年度計 53件（地震 7件、大雨 46件） 
              

５）占用入札の状況 
・ホームページの活用や現地での看板設

置により入札参加者への情報提供を行

うことで占用入札の誘引を図った。 
・第４期中期目標期間(平成３０～令和

３年度)に占用入札に付した物件(２３

件)の総占用料の増収見込み額(※)は約

１０億円(２．５億円/年)であったが、

令和４～６年度に入札に付した物件

(１５件)の総占用料の増収見込み額

(※)は約９億円(３億円/年)となった。   
（※今後 20 年分相当）。 

 
６）権限代行業務の業務効率化 
 権限代行業務のうち定型的な業務を外

部委託することにより、業務効率化を

推進し、組織力の向上、職員のモチベ
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ーションの向上、高度専門人材の育成

を推進した。※R7 年度の見込み 

 

② 災害対策基本法に基づく区間指定に

ついては、機構ホームページのトッ

プ画面から各会社のホームページを

ご案内するとともに過去の実績につ

いて掲載。 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―８ 鉄道事業 
８ 本州四国連絡鉄道施設に係る業務 

業務に関連する政策・施策 － 
当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第２項 
一 本州と四国を連絡する鉄道施設の管理を行うこと。  
二 前号の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させること。  
三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【鉄道勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 
  

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

特になし        予算額（百万円） 3,694 3,505 4,273  

        決算額（百万円） 2,794 2,988 3,017  

        経常費用（百万円） 8,387 8,384 8,453  

        経常利益（百万円） 1,499 1,311 1,623  

        行政コスト（百万円） 9,104 9,098 9,167  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
     鉄道事業の評定：

（Ⅰ－８のみ。）：Ｂ 
 
【細分化した項目

の評定の算術平均】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  評定  
鉄道事業の評定：（Ⅰ―８のみ）：  

 

 
【細分化した項目の評定の算術平

均】 
 

鉄道事業の評定：（Ⅰ―８のみ）：  

 

 
【細分化した項目の評定の算術平

均】 
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 本州と四国を連

絡する鉄道施設の

管理を適切に行う

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、本州四国連

絡橋（本四備讃線）

（以下「本四備讃

線」という。）の耐

震補強事業につい

ては、着実に実施す

ること。 

また、本四備讃線の

維持修繕に係る

費用等は、利用料

として鉄道事業

者から確実に徴

収すること。 

本州と四国を連

絡する鉄道施設の

管理については、独

立行政法人鉄道建

設・運輸施設整備支

援機構からの交付

金等を得つつ、本州

四国連絡高速道路

株式会社の協力を

得て、安全かつ円滑

な列車の運転を確

保するため、適切に

行う。 

なお、本州四国連

絡橋（本四備讃線）

（以下「本四備讃

線」という。）の耐

震補強事業につい

ては、着実に実施す

る。 

また、本四備讃線の

維持修繕に係る

費用等は、利用料

として鉄道事業

者から確実に徴

収する。 

＜評価の視点＞ 

施設等の安全管

理の実施や適切な

点検を行えるよう

関係先と協力し、適

切に実施したか。 

＜主要な業務実績＞ 

＜主要な業務実績＞ 

１）ＪＲ西日本及びＪＲ四国と締結した

協定の管理区分に基づき、機構が管

理を行うこととなっている鉄道施設

について、｢本州と四国を連絡する鉄

道施設の管理に関する協定｣（基本協

定）に基づき、各事業年度「本州と

四国を連絡する鉄道施設の管理に係

る委託料の額に関する年度協定」を

締結し、本四会社へ委託するととも

に、独立行政法人鉄道建設・運輸施

設整備支援機構からの交付金を得

て、ＪＲ四国に係る鉄道施設の改修

に必要な資金を負担することによ

り、管理を適切に行った。 

 

 

２）共用部鉄道専用施設及び鉄道単独部

の耐震補強事業については、ＪＲ四国と

の間で、別途、基本的な枠組みを定めた

「本四備讃線（児島・宇多津間）の耐震

補強工事に関する協定」、「本四備讃線鉄

道施設の耐震補強工事（第２期）の実施

に関する施行協定」に基づき、毎事業年

度「本四備讃線鉄道施設の耐震補強工事

（第２期）の実施に関する年度協定」を

ＪＲ四国と締結し、震補強設計を着実に

実施した。 

 

３）ＪＲ西日本、ＪＲ四国とそれぞれ「本

四備讃線（茶屋町・児島間）の鉄道施設

の利用料の額に関する協定」、「本四備讃

線（児島・宇多津間）の鉄道施設の利用

料の額に関する協定」を締結し、本中期

目標期間中（Ｒ６（2024）年度まで）に

利用料 8 億 24 百万円を確実に徴収し

た。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成している

ためＢとする。 

  

＜課題と対応＞ 

・特になし 

評定  評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

 
 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―９―① 
９ 業務遂行に当たっての取組 
① 高速道路事業の総合的なコストの縮減 

業務に関連する政策・施策 － 
当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１３条第１項 
機構は、前条第一項の業務を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところに
より、会社と、全国路線網、地域路線網又は一の路線に属する高速道路（当該高速道
路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあって
は、それぞれの会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う高速道路の各部
分。以下この項において同じ。）ごとに、次に掲げる事項をその内容に含む協定（以
下「協定」という。）を締結しなければならない。 
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第９号 
会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用
の縮減を助長するため、必要な助成を行うこと。 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 
  

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 協定の締結又は変

更しに際しては、

高速道路の新設、

改築、維持、修繕、

災害復旧その他

の管理について、

新技術を活用し

た効率化やコス

ト縮減を推進す

るとともに、会社

の継続的かつ自

律的な効率化を

促すよう措置す

ること。 

協定の締結又は変

更に際しては、高

速道路の新設、改

築、維持、修繕、

災害復旧その他

の管理について、

新技術等も活用

した会社の継続

的かつ自律的な

効率化を促し、こ

れらに係るコス

ト縮減努力が図

られるよう工夫

する。 

＜評価の視点＞ 
協定の見直しに

あたり、会社のコス

ト縮減努力が図ら

れるよう工夫され

ているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・協定の見直しにあたり、高速道路の新

設、改築、維持、修繕、災害復旧その

他の管理について、これらに係るコス

ト縮減努力が図られるよう工夫すると

ともに、引き続き、助成制度を通じて、

会社の継続的かつ自律的な効率化を促

した。 

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成している

ためＢとする。 

 

＜課題と対応＞ 

・特になし 

評定  評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―９―② ９ 業務遂行に当たっての取組 
② 高速道路の利用促進 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第 12 条第１項第 12 号 
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 
  

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 債務の返済に要

する費用等を貸付

期間内（協定の締結

日から起算して 50

年以内）に償う前提

で、必要な高速道路

網の整備と併せ、よ

り高速道路の利用

を促進する施策を

推進するよう会社

に促すこと。 

なお、高速道路利便

増進事業につい

て、交通状況、減

収額、利用者の利

便性等を把握し、

必要に応じて計

画の変更を行い

つつ、効果的に運

用すること。 

債務の返済に要

する費用等を貸付

期間内（協定の締結

日から起算して 50

年以内）に償う前提

で、必要な高速道路

網の整備と併せ、よ

り高速道路の利用

を促進する施策を

推進するよう会社

に促す。 

 

なお、高速道路利便

増進事業につい

て、会社と協力し

て交通状況、減収

額、利用者の利便

性等を把握し、必

要に応じて計画

の変更を行いつ

つ、効果的に運用

する。 

＜評価の視点＞ 

高速道路の利用

促進施策の推進を

会社に促している

か 

＜主要な業務実績＞ 

１）本中期目標期間中において、国の補

助金を活用したスマートＩＣ１７箇所

を新規事業として協定及び業務実施計

画書に追加した。 

 
２）本中期目標期間中において、１８箇

所のスマートＩＣの供用を開始した。 

 
３）多様で弾力的な料金施策として、会

社が実施した高速道路の利用促進のた

めの企画割引について、届出を受理し

内容を確認した。（本中期目標期間中 

企画割引の実施：１２０件※） 

 ※件数は会社毎に重複する場合がある 

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成している

ためＢとする。 

 

＜課題と対応＞ 

・特になし 

評定  評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

 



41 

４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―９―③ ９ 業務遂行に当たっての取組 
③ 利用者サービスの向上等 

業務に関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１３条第１項 
機構は、前条第一項の業務を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところに
より、会社と、全国路線網、地域路線網又は一の路線に属する高速道路（当該高速道
路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあって
は、それぞれの会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う高速道路の各部
分。以下この項において同じ。）ごとに、次に掲げる事項をその内容に含む協定（以
下「協定」という。）を締結しなければならない。 
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第１２号 
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 
  

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 利用者の安全性

や利便性等の向上

を図るため、ネット

ワークの機能拡充

等による生産性の

向上、耐震対策、暫

定２車線区間の対

策、逆走対策、大雪

時の対策等の安全

確保、ＥＴＣ専用化

などについて、協定

の締結又は変更に

際して、会社の計画

的かつ効率的な実

施を促すよう措置

するとともに、会社

が関連事業により

利用者の安全性

や利便性等の向上

を図るため、ネッ

トワークの機能拡

充等による生産性

の向上、耐震対策、

暫定２車線区間の

対策、逆走対策、大

雪時の対策等の安

全確保、ＥＴＣ専

用化などについ

て、協定の締結又

は変更に際して、

会社の計画的かつ

効率的な実施を促

すよう措置すると

ともに、会社が関

＜評価の視点＞ 

高速道路の検討

課題について、国及

び会社と一体とな

って取り組んでい

るか。 

＜主要な業務実績＞ 

・ネットワークの機能拡充等による生産

性の向上、暫定２車線区間の対策、Ｅ

ＴＣ専用化などについて、会社の計画

的かつ効率的な実施を促すよう、協定

の見直し時に措置を行った。 

 

・ＥＴＣ２．０について、アウトカム指

標の中期目標を踏まえた年度の目標値

を設定して、普及促進が図られるよう、

会社と連携して取り組んだ。 

 

・ＳＡ・ＰＡにおける利用者サービスの

充実に向けて、令和５年１２月に機構

が主体となって各社統一的に取りまと

めた「高速道路ＳＡ・ＰＡにおける利

便性向上に関する整備方針」に基づき、 

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成している

ためＢとする。 

 

＜課題と対応＞ 

・特になし 

評定  評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
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実施するＳＡ・ＰＡ

を活用した観光振

興や物流関係者等

への支援、地域活性

化の取組と連携を

図ること。また、自

動運転への対応、

２．０の普及促進・

活用等や高速道路

システムの海外輸

出など、今後の高速

道路の検討課題に

ついて、国及び会社

と一体となって取

り組むこと。 

さらに、機構・会社

が所有する資産

について、一層の

活用が図られる

よう柔軟な運用

を検討し、ＳＡ・

ＰＡについては、

大型車用を始め

とする駐車スペ

ースを十分に確

保するとともに、

電動車の増加に

対応できるよう

急速充電器や水

素ステーション

等のインフラ整

備を計画的に推

進するなど、利用

者サービスの充

実に向けて会社

と連携しながら

取り組むこと。 

連事業により実施

するＳＡ・ＰＡを

活用した観光振興

や物流関係者等へ

の支援、地域活性

化の取組と連携を

図る。また、自動運

転への対応、ＥＴ

Ｃ２．０の普及促

進・活用等や高速

道路システムの海

外輸出など、今後

の高速道路の検討

課題について、国

及び会社と一体と

なって取り組む。 

さらに、機構・会社

等が所有する資

産について、一層

の活用が図られ

るよう柔軟な運

用を検討し、Ｓ

Ａ・ＰＡについて

は、大型車用を始

めとする駐車ス

ペースを十分に

確保するととも

に、電動車の増加

に対応できるよ

う急速充電器や

水素ステーショ

ン等のインフラ

整備を計画的に

推進するなど、利

用者サービスの

充実に向けて、国

及び会社と連携

しながら取り組

む。 

大型車駐車マスの拡充を行った。 

 

・カーボンニュートラル（EV充電器等）

については、SA・PA における EV 充電

施設に関する道路会社からの占用申請

に応じて、法令等に基づき適切に対処

した。 

 

 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―９―④ ９ 業務遂行に当たっての取組 
④ 調査・研究の実施 

業務に関連する政策・施策 － 
当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第１２号 
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 
  

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 高速道路事業や業

務上の諸課題、高

速道路における

自動運転の実装

等の新たな課題

に関し、大学等の

研究機関とも適

宜連携しつつ、調

査・研究を実施す

るとともに、その

成果が広く活用

されるよう、会社

をはじめ関係機

関に情報提供す

ること。 

高速道路事業や業

務上の諸課題、高

速道路における

自動運転の実装

等の新たな課題

に関し、大学等の

研究機関、国及び

会社とも適宜連

携して調査・研究

を実施するとと

もに、その成果に

ついては広く活

用されるよう、会

社をはじめ関係

機関に情報提供

する。 

＜評価の視点＞ 

調査研究が実施

され、その成果が関

係機関に情報提供

されているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・自動運転等の新たな潮流に対する高速

道路の動向について、調査を実施し、

その成果について有識者や会社が参加

する「高速道路ＳＡ・ＰＡにおける利

便性向上に関する検討会」等で、関係

機関に情報提供した。  
 

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成している

ためＢとする。 

 

＜課題と対応＞ 

・特になし・ 

評定  評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―９―⑤ ９ 業務遂行に当たっての取組 
⑤ 環境への配慮 

業務に関連する政策・施策 － 
当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第１２号 
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 
  

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 会社に対し、高速道

路の整備・管理や

料金施策等の実

施に際して、環境

の保全と創造に

配慮するよう促

すこと。 

会社に対し、高速道

路の整備・管理や

料金施策等の実

施に際して、環境

の保全と創造に

配慮するよう促

す。 

＜評価の視点＞ 
高速道路におい

て、環境に資する取

り組みが行われる

ように会社に促し

ているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・カーボンニュートラルへの対応につい

ては、「高速道路ＳＡ・ＰＡにおける利

便性向上に関する整備方針」において、

EV 充電器の整備に向けた方針を整理

した。 

 

・ＳＡ・ＰＡにおける EV充電施設に関す

る道路会社からの占用申請に応じて、

法令等に基づき適切に対処した。 

 

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成している

ためＢとする。 

 

＜課題と対応＞ 

・特になし 

評定  評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―９―⑥ ９ 業務遂行に当たっての取組 
⑥ デジタル化の推進 

業務に関連する政策・施策 － 
当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１２条第１項第１２号 
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）【高速道路勘定】 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間
最終年度値等） 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 
  

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

特になし        予算額（百万円） 4,153,928 3,817,666 3,481,450  

        決算額（百万円） 4,143,126 3,812,218 3,470,783  

        経常費用（百万円） 1,431,879 1,421,679 1,433,286  

        経常利益（百万円） 498,478 551,145 590,899  

        行政コスト（百万円） 1,432,100 1,424,529 1,433,402  

        従事人員数 84 83 83  

 注）予算額、決算額は支出額を記載。単位未満切り捨て。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 資産保有者とし

て、新技術の活用や

道路交通データの

デジタル化等を促

進するとともに、デ

ジタル化の推進に

向けた会社間連携

に努めること。特

に、機構は管理に係

る３次元データの

仕様の統一など、デ

ジタル技術を活用

しながら、高速道路

に関する各種デー

タを高速道路全体

として適切に管理

できるよう国及び

会社と連携して取

り組むとともに、一

般道路を含む道路

全体のデータの活

用を念頭に置きな

新技術の活用や

道路交通データの

デジタル化等を促

進するとともに、デ

ジタル化の推進に

向けた会社間連携

に努める。特に管理

に係る３次元デー

タの仕様の統一な

ど、デジタル技術を

活用しながら、高速

道路に関する各種

データを高速道路

全体として適切に

管理できるよう国

及び会社と連携し

て取り組むととも

に、一般道路を含む

道路全体のデータ

の活用を念頭に置

きながら、他の道路

管理者の取組との

＜評価の視点＞ 
・道路交通データ

のデジタル化等

を促進するとと

もに、デジタル化

の推進に向けて

国及び会社と連

携が図れている

か。 
・高速道路に関す

る各種データを

適切な管理・活用

に向けて、国及び

会社と連携が図

れているか。 
・ＰＭＯを設置

し、情報システムの

適切な整備及び管

理を行っているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・令和４年７月の国交省道路局の全国道

路施設点検データベースの有料サービ

ス開始時には、点検データベースの帰

属資産を整理し、国・会社を支援した。 
 
・高速道路の道路台帳（図面・調書デー

タ）が掲載されている国交省各地方整備

局 HP アドレスを機構 HP にリンク集と

して掲載し、データへのアクセス向上に

努めた。 

 

令和５年度末に外部専門人材を活用し

たＰＭＯを設置し、以下のとおり情報

システムの適切な整備及び管理を行っ

た。 

・基幹ＬＡＮ更新にあたり、外部専門人

材から様々な支援を受け、セキュリテ

ィ面を強化しつつ、業務に支障なく更

新を実施した。 

・また、基幹ＬＡＮだけでなく各業務シ

ステム等におけるセキュリティ強化に

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成している

ためＢとする。 

 

＜課題と対応＞ 

・特になし・ 

評定  評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
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がら、他の道路管理

者の取組との連携

に積極的に努める

こと。 
また、デジタル庁が

策定した「情報シ

ステムの整備及

び管理の基本的

な方針（令和３年

12 月 24 日デジ

タル大臣決定）」

に則り、ＰＭＯの

設置等を通じて

情報システムの

適切な整備及び

管理を行うこと。 

連携に積極的に努

める。 
 
 

また、デジタル庁が

策定した「情報シ

ステムの整備及

び管理の基本的

な方針」（令和３

年 12 月 24 日デ

ジタル大臣決定）

に則り、ＰＭＯの

設置等を通じて

情報システムの

適切な整備及び

管理を行う。 

向けた課題（パスワードポリシーの適

用等）の抽出及び課題解決への優先度

を策定のうえ、優先度に応じて対策を

実施した。 

・さらに組織能力向上や業務効率化に向

けて、職員のＡＩに関する知見を広め

るため、令和７年２月に外部専門人材

家を一員とするＷＧを設置し、勉強会

を開催するなど機構全体で最新技術へ

の感度を高める取組を始め、令和７年

度に生成 AI「Microsoft365 Copilot」

の試行導入を実施した。 

 
 
４．その他参考情報 
 特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―１、２、３、４ １ 組織運営の効率化、２ 一般管理費の縮減、３ 調達等合理化の取組の推進、４ 業務評価の実施 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 
 

評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年度値等） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

（参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

一般管理費（実績値）

（千円） 
第５期中期目標期間の最終年度 

63,233 
65,868 53,172 54,902 51,096   

上記削減率 令和３年度に比べ、中期目標期

間最終年度までに 4％以上削減 
－ 19.3％ 16.7％ 22.4％   

【指標】 
入札・契約手続運営

委員会における契約

の点検率 

－ 
100％ 

（令和３年度点検率） 
100％ 100％ 100％   

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 機構は、効率的な業

務運営が行われ

るようその組織

を整備するとと

もに、業務や組織

の在り方につい

て継続的に点検

を行い、機動的に

見直しを実施す

ること。 

効率的な業務運

営を行うために機

動的な組織運営を

図り、高速道路に係

る道路資産の保有

及び貸付け、債務の

返済等の業務の実

施において、社会経

済情勢の変化に的

確に対応する。 

このため、組織の

運営について、以下

のとおり取り組む

とともに、業務や組

織の在り方につい

て継続的に点検を

行い、機動的に見直

しを行う。 

① 法人の権限及

び責任の明確化、

透明性及び自主

性の向上等に対

応した組織の整

備 

② 社会経済情勢

＜主な定量的指標＞ 

・一般管理費削減

率 

・入札・契約手続運

営委員会における

契約点検率 

 

＜評価の視点＞ 

業務運営が必要

最小限の組織で効

果的、効率的に行わ

れているか。 

＜主要な業務実績＞ 

 

＜自己評価＞ 

評定： 

・ 

 

＜課題と対応＞ 

・ 

評定  評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
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の変化に対し機

動的に対応でき

る組織の整備 

 

 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―１、２、３、４ １ 組織運営の効率化、２ 一般管理費の縮減、３ 調達等合理化の取組の推進、４ 業務評価の実施 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 
 

評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年度値等） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

（参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

一般管理費（実績値）

（千円） 
第５期中期目標期間の最終年度 

63,233 
65,868 53,172 54,902 51,096   

上記削減率 令和３年度に比べ、中期目標期

間最終年度までに 4％以上削減 
－ 19.3％ 16.7％ 22.4％   

【指標】 
入札・契約手続運営

委員会における契約

の点検率 

－ 
100％ 

（令和３年度点検率） 
100％ 100％ 100％   

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 機構は、効率的な業

務運営が行われ

るようその組織

を整備するとと

もに、業務や組織

の在り方につい

て継続的に点検

を行い、機動的に

見直しを実施す

ること。 

効率的な業務運

営を行うために機

動的な組織運営を

図り、高速道路に係

る道路資産の保有

及び貸付け、債務の

返済等の業務の実

施において、社会経

済情勢の変化に的

確に対応する。 

このため、組織の

運営について、以下

のとおり取り組む

とともに、業務や組

織の在り方につい

て継続的に点検を

行い、機動的に見直

しを行う。 

① 法人の権限及

び責任の明確化、

透明性及び自主

性の向上等に対

＜評価の視点＞ 
・道路交通データ

のデジタル化等

を促進するとと

もに、デジタル化

の推進に向けて

国及び会社と連

携が図れている

か。 
・高速道路に関す

る各種データを

適切な管理・活用

に向けて、国及び

会社と連携が図

れているか。 
・ＰＭＯを設置

し、情報システムの

適切な整備及び管

理を行っているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・必要最小限の組織であり２年前後で職

員が入れ替わるため、情報システムに

係る組織能力の継続性の確保が難しい

という背景から、令和５年度末に外部

専門人材を活用したＰＭＯを設置、ま

た令和６年度末に特命理事をトップと

する特別な体制を構築し、組織運営の

効率化及び業務改善を実施した。 

  ＰＭＯを活用した具体的な取組は以

下のとおり。 

・基幹ＬＡＮシステム更新 

受注者との打ち合わせに参加し職員へ

専門的な知見で助言を実施、また受注

者の提案を職員が理解できる形で伝達

し、よりスムーズな更新を支援。 

・情報セキュリティ対策 

情報セキュリティの社会情勢の変化に

対応するため、セキュリティ強化に向

けた課題（パスワードポリシーの適用

等）の抽出及び課題解決への優先度を

策定のうえ、優先度に応じて対策を実

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 
・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成している

ためＢとする。 
 

 

＜課題と対応＞ 

・特になし・ 

評定  評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
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応した組織の整

備 

② 社会経済情勢

の変化に対し機

動的に対応でき

る組織の整備 

 

施。また、NISCより共有される脆弱性

情報を共有し、機構に関係ある内容か

どうか、関係あれば必要な対応を提案

するなどセキュリティレベルの向上に

寄与。加えて、情報セキュリティ対策

を総合的に推進するための取組（教育、

内部監査、インシデント対処訓練、自

己点検）を実施するにあたり、専門的

な知見で助言を実施。 

・さらに組織能力向上や業務効率化に向

けて、職員のＡＩに関する知見を広め

るため、令和７年２月に外部専門家を

一員とするＷＧを設置し、勉強会を開

催するなど機構全体で最新技術への感

度を高める取組を始め、令和７年度に

おいて生成AI「Microsoft365 Copilot」

の試行導入を実施した。 

 機構は、必要最小

限の組織として、業

務運営全体の効率

化を図り、一般管理

費（人件費、公租公

課、システム関連経

費、業務運営上の義

務的経費（効率化が

困難であると認め

ら れ る も の に 限

る。）及び特殊要因

に基づく経費を除

く。）については、

令和３年度に比べ、

中期目標期間の最

終年度までに４％

以上削減すること。 

なお、人件費及びシ

ステム関連経費

についても、可能

な限り効率的な

執行に努めるこ

と。 

外部委託、集約

化、ＩＣＴの活用

等により業務運営

全体の効率化を推

進し、一般管理費

（人件費、公租公

課、システム関連

経費、業務運営上

の義務的経費（効

率化が困難である

と認められるもの

に限る。）及び特殊

要因に基づく経費

を除く。）について

は、令和３年度に

比べ、中期目標期

間の最終年度まで

に４％以上の削減

を行う。 

 なお、人件費及

びシステム関連経

費についても、可

能な限り効率的な

執行に努める。 

＜主な定量的指標＞ 

一般管理費削減率 

 

＜評価の視点＞ 

実績額が令和３

年度に比べ、２％以

上の削減となって

いるか。 

＜主要な業務実績＞ 

・一般管理費（人件費、公租公課、シス

テム関連経費、業務運営上の義務的経費

（効率化が困難であると認められるも

のに限る。）及び特殊要因に基づく経費

を除く。）については、各種会議をＷｅ

ｂ開催に切り替えたことによる出張旅

費の縮減や、臨時職員にかかる経費の縮

減等により、令和６（2024）年度におい

て令和３（2021）年度に比べ 22.4％削

減しており、本中期目標期間の最終年度

には目標としていた４％の削減を達成

する見込みである。 
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「独立行政法人

における調達等合

理化の取組の推進

について」(平成 27

年５月 25 日総務大

臣決定)に基づく取

組を着実に実施し、

事務・事業の特性を

踏まえ、ＰＤＣＡサ

イクルにより、公平

性・透明性を確保し

つつ、自律的かつ継

続的に調達等の合

理化に取り組むこ

と。 

 

（指標） 

・入札・契約手続

運営委員会におけ

る契約の点検率（令

和３年度点検率：

100％） 

公正性及び透明

性を確保しつつ、

自律的かつ継続的

に調達の合理化を

推進するため、｢独

立行政法人におけ

る調達等合理化の

取組の推進につい

て｣（平成 27年５月

25 日総務大臣決

定）に基づき、毎年

度「調達等合理化

計画」を策定、公表

の上、着実に実施

し、その実施状況

について自己評

価、公表を行う。 

＜主な定量的指標＞ 

入札・契約手続運

営委員会における

契約の点検率（令和

３ 年 度 点 検 率 ：

100％） 

 

＜評価の視点＞ 

 ＰＤＣＡサイク

ルにより、公平性・

透明性を確保しつ

つ、自律的かつ継続

的に調達等の合理

化に取り組んだか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）契約については、当機構の契約事務

取扱規程に基づき適正に実施してきた

ところであるが、「独立行政法人におけ

る調達等合理化の取組の推進につい

て」（平成 27 年 5 月 25日総務大臣決

定）を受けて点検体制の充実を図り、

公正かつ透明な調達手続に取り組ん

だ。 

２）本中期目標期間（Ｒ７（2025）年度

まで）においては、以下の取組を実施。 

・「調達等合理化計画」の策定 

・入札・契約手続運営委員会を活用した

推進体制の整備 

・随意契約や一者応札・応募となった契

約に対する競争性の確保に向けた調達

手続の点検やコンプライアンス向上な

ど種々の施策の実施 

３）各年度の調達等合理化計画の取組に

ついては、機構内部の自己評価のみな

らず、外部有識者・監事により構成さ

れる契約監視委員会による点検も受け

ており、全ての契約は適正に行われて

いるとの評価を受けた。 

４）また、機構の契約における種々の取

組み（調達等合理化計画の策定、同計

画の自己評価、契約監視委員会議事概

要、入札及び契約の結果状況等）につ

いては、適宜機構のホームページにて

公表した。 

 

 業務の効率性

及び透明性の向上

を図るため、業務実

績の評価を実施す

ること。 

 業務の効率性及

び透明性の向上を

図るため、債務の返

済状況を始めとし、

業務全体について

定期的に自己評価

を行い、その結果を

公表する。 

また、その結果

を踏まえ、必要に

応じて、適切な措

置を講ずる。 

＜評価の視点＞ 

業務全体について

自己評価を行い、そ

の結果を公表して

いるか、またその結

果を踏まえ適切な

措置を講じている

か。 

＜主要な業務実績＞ 

１）各年度の業務について自己評価を行

い、独立行政法人通則法（平成 11年法律

第 103号）に定める報告書を作成し、ホ

ームページにて公表した。（６月） 

 

２）各年度の業務全体の進捗状況及び前

年度に係る業務実績評価において課題

された事項への対応状況等について検

討し、その内容を踏まえ次年度計画を策

定した。（３月） 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ―１、２、３、４ １ 財務体質の強化、２ 予算、３ 収支計画、４ 資金計画 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 
 

評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年度値等） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

（参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

特になし        
        

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 債務の計画的な返

済に必要な毎事

業年度の貸付料

を収受するなど、

業務活動による

収入の確保を図

るとともに、業務

コストの縮減を

進め、債務の早期

の確実な返済を

図ること。 

債務の計画的な返

済に必要な毎事

業年度の貸付料

を収受するなど、

業務活動による

収入の確保を図

るとともに、業務

コストの縮減を

進め、債務の早期

の確実な返済を

図る。 

＜評価の視点＞ 

収入の確保を図

られているか、業務

コストの縮減が進

められているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・将来の長期的な資金収支を見通し、資

金需要の谷を埋め、各年度の資金調達

需要を平準化させるよう、資金調達年

限を調整した発行計画の策定や資産帰

属計画の活用を行い、効率的な債務返

済を図った。 

 

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

・左記のとおり業

務を実施し、計画を

達成しているため

Ｂとする。 

 

＜課題と対応＞ 

・特になし 

評定  評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

  ２ 予算（別表１

のとおり） 

＜評価の視点＞ 
予算、収支計画、

資金計画を的確に

策定しているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・予算の計画及び実績は別表１のとおり

である。 
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 ３  収 支 計 画

（別表２のとお

り） 

＜主要な業務実績＞ 

・収支計画及び実績は別表２のとおりで

ある。 

  ４ 資金計画

（別表３のとお

り） 

＜主要な業務実績＞ 

・資金計画及び実績は別表３のとおりで

ある。 

 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 
 

評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年度値等） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

（参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

特になし        
        

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
  一時的な資金不足

等に対処するた

め、短期借入金の

限度額は、単年度

9,600 億円とす

る。 

＜評価の視点＞ 

短期借入金の限

度額を計画どおり

設定しているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・一時的な資金不足等に対処するため、

金融機関と当座貸越契約（限度額合計

9,600億円）を締結した。 

なお、一時的な資金不足等の事態は発

生しなかったため、短期借入れは行わ

なかった。 

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

・左記のとおり業

務を実施し、計画を

達成しているため

Ｂとする。 

 

＜課題と対応＞ 

・特になし 

評定  評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅴ  不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 
 

評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年度値等） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

（参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

特になし        
        

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
  道路の計画の変更

等に伴い不要財

産が発生した場

合には、これを売

却し、債務の返済

に充てる。 

＜評価の視点＞ 

不要財産が発生

した場合には、売却

し、債務の返済に充

てているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・国及び会社と綿密に事業調整した結

果、高速道路事業として不要となった

財産については、道路区域減を行った

上で売却し、債務の返済に充てた。（R4
年度 17 件約 2.3 億円、R5 年度 18 件

約 3.0 億円、R6 年度 19 件、約 1.3 億

円）】 

 

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

・左記のとおり業

務を実施し、計画

を達成している

ためＢとする。 

 

 

＜課題と対応＞ 

・特になし 

評定  評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 
 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅷ―２、３、４、５ 
  ６、７、８、１０ 

２ 業務の実施について、３ 積極的な情報公開、４ 情報セキュリティ対策、５ 内部統制について、 
６ 国及び出資地方公共団体並びに会社との緊密な連携の推進、７ 環境への配慮、８ 危機管理、１０ 機構法第２１条第３項に規定する積立金の使途 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 
 

評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年度値等） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

（参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

会社及び関係行政機

関と連携した当該事

態を想定した訓練の

実施回数 

－ 
１回 

（前中期目標期間実績） 
８回 ３回    

災害に備えた機構独

自の非常参集訓練等

の実施回数 
－ 

３回 

（前中期目標期間実績） 
３回 ４回    

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 機構が実施すべ

き業務を厳格に実

施するため、「出向

職員は出向元に関

係する業務に携わ

らない」、「利益相反

が生じる場合には、

出向元以外の者が

リーダーとなって

チームを組む」な

ど、会社のモラルハ

ザード等により機

構の利益を害する

危険を防ぐための

措置を講じること。 

 

また、多様な働き方

の観点から、リモ

ートワークの推

進など効率的な

運営体制の確保、

管理業務の簡素

化等に努めるこ

と。 

機構が実施すべ

き業務を厳格に実

施するため、「出向

職員は出向元に関

係する業務に携わ

らない」、「利益相

反が生じる場合に

は、出向元以外の

者がリーダーとな

ってチームを組

む」など、会社のモ

ラルハザード等に

より機構の利益を

害する危険を防ぐ

ための措置を講じ

る。 

 

また、多様な働

き方の観点から、

リモートワークの

推進など効率的な

運営体制の確保、

管理業務の簡素化

等に努める。 

 

＜評価の視点＞ 

・内部規程を遵守

し、職員の意識啓

発に取り組んで

いるか。 

・効率的な運営

体制の確保、管理業

務の簡素化等に努

めているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・業務を厳格に実施するための仕組みと

して、会社からの出向職員を、出向元

の会社と機構との利益が相反するおそ

れがある業務（特定業務）に携わらせ

る場合は、当該業務の相手方である会

社を出向元とする職員以外の職員を責

任者とする合議制の作業チームを構成

して業務を実施することとしており、

人事異動に伴い作業チームの構成員を

見直し、業務を厳格に行った。なお、

特定業務に係る決裁については、適正

に実施していることを確認した。 

 

・機構の業務運営の透明性を高め、説明

責任を果たすため、以下のとおり積極

的な情報公開を行った。 

＜自己評価＞ 

評定： 

・ 

 

＜課題と対応＞ 

・ 

評定  評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
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 機構の業務運営

に関する透明性の

確保を図り、機構が

行う業務について

の説明責任を果た

すため、財務諸表等

の法定の開示事項

に加え、道路資産の

保有及び貸付けの

実態並びに債務の

返済状況について、

積極的な情報公開

を行うこと。 

また、老朽化対策・

耐震対策の進捗

状況や交通量な

どの高速道路事

業の状況や機構

の業務運営に関

し、国民に効率的

かつ効果的に広

く情報が伝わる

ようホームペー

ジ等を積極的に

活用すること。こ

の場合において、

そのアクセス状

況の調査・分析な

どを通じて、会社

とも連携を図り

つつ、より利用者

のニーズに的確

に応えられるホ

ームページとな

るよう必要な改

善を図ること。 

機構の業務運営

に関する透明性の

確保を図り、機構が

行う業務について

の説明責任を果た

すため、次に掲げる

取組を実施するこ

とにより、積極的な

情報公開を行う。 

 

 

 

 

また、老朽化対

策・耐震対策の進捗

状況や交通量など

の高速道路事業の

状況や機構の業務

運営に関し、国民に

効率的かつ効果的

に広く情報が伝わ

るようホームペー

ジ等を積極的に活

用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 情報公開の内

容 

１）財務内容の公開 

財務情報の透

明性の確保を図

るため、財務諸表

等を積極的に公

開する。その際、

セグメント情報

について、可能な

限り詳細に示す。 

また、債券の発

行に伴い作成す

る債券説明書に

＜評価の視点＞ 

①財務内容の公開 

ホームページ等

で積極的に公開し

ているか。 

②資産の保有及び

貸付状況の公開 

ホームページで

公開している「道路

資産の保有及び貸

付け状況」が随時更

新されているか。 

③債務の返済状況

の公開 

債務返済の計画

と実績の対比等の

情報、機構及び高速

道路事業全体の債

務の返済状況が適

時適切に公表され

ているか。 

④債務返済の見通

しの根拠の公開 

債務返済の見通

しに関する根拠が

公表されているか 

⑤費用の縮減状況

等の公開 

費用の縮減状況

等が公表されてい

るか。 

⑥評価及び監査に

関する事項 

評価に関する情

報が適切にホーム

ページで情報提供

されているか。 

⑦ホームページ等

の充実 

機構の業務運営

に係る透明性確保、

説明責任を果たす

べく、機構の組織や

業務その他関連す

る情報をホームペ

ージにおいて積極

的に分かりやすく

公開しているか。 

⑧業務パンフレッ

＜主要な業務実績＞ 

・機構の業務運営の透明性を高め、説明

責任を果たすため、以下のとおり積極

的な情報公開を行った。 

 

１）財務内容の公開 
・R4～R6の各年度の財務諸表について、

記者発表、ホームページ掲載を行い、

官報に公告した。 
・R4～R6各年度の債務返済状況、セグメ

ント情報、高速道路の収支状況、建設・

維持・管理の状況、道路資産の保有及

び貸付状況を内容とする高速道路事業

関連情報を公表した。その際、R4～R6

各年度のセグメント情報については、

全国路線網、地域路線網（３路線網）

及び一の路線（１路線）ごとに公表し、

かつ、全国路線網については、会社別

の情報も併せて公開した。また、会社

の協力により提供を受けた会社情報を

総括し、６会社の高速道路関連の情報

を一覧形式で分かりやすく公表した。 
 

２）各年度の協定変更を反映し、公表し

ている「道路資産の保有及び貸付状況」

を更新した。 

 

３）債務の返済状況の公開 

・各年度の機構の収支予算の明細に基づ

く債務返済の計画と実績の対比等の情

報について、機構及び会社の収入、支

出、引受け債務（引渡し債務）及び債

務残高の項目の内訳を含め、計画額、

実績額及びその差額、さらに差異の根

拠、分析等の説明を付して公表した。 

 

・各年度における会社も含めた高速道路

事業全体の債務残高及び債務返済状況

について公表した。 

 

４）債務返済の見通しの根拠の公開 

・Ⅰ－２－①に記載した会社との協定の

見直しに併せて、業務実施計画の見直

しを行い、その際に用いた債務返済計

画の見通しに関する根拠を公表した。 

 

５）費用の縮減状況等の公開 

・各年度の助成額及びコスト縮減額につ

いて公表した。 
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ついても、公表す

る。 

 

２）資産の保有及び

貸付状況の公開 

高速道路に係

る道路資産の保

有及び貸付状況

（保有及び貸付

延長、貸付先、貸

付期間等）を公表

する。 

３）債務の返済状況

の公開 

債務返済の計

画と実績の対比

等の情報につい

て、差異の根拠、

分析等も含め、内

容を公表する。ま

た、会社も含めた

高速道路事業全

体の債務残高及

び債務返済状況

も公表する。 

 

 

 

４）債務返済の見通

しの根拠の公開 

協定に基づい

て策定される最

新の知見による

債務返済の見通

しに関する根拠

（金利、交通量、

収入、経済動向

等）について公表

する。 

５）費用の縮減状況

等の公開 

高速道路の新

設、改築及び修繕

に関するコスト

縮減の情報につ

いて、債務引受

額、コスト縮減

額、助成額及び会

社の経営努力の

ト等による広報 

機構の目的や業務

の内容について、パ

ンフレットやファ

クトブック等を活

用することにより、

情報を分かりやす

く提供しているか。 
 

 

・助成委員会で審議した会社の経営努力

の内容について、助成委員会終了後に

公表した。 

６）道路管理の状況等の公開 

・道路管理の状況及び利便性の向上を示

す客観的指標（アウトカム指標）の実

績等について公表した。（例年８月、 12

月） 

 

⑥評価及び監査に関する事項 

以下の項目について、公表した。 

・業務実績報告及び自己評価 

 業務実績評価 

・監事監査報告 

・会計監査報告 
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内容を公表する。 

また、会社の協

力を得て、会社が

行う高速道路の

維持、修繕その他

の管理に要する

費用の縮減の内

容を公表する。 

 

６）道路管理の状況

等の公開 

道路管理の状

況及び利便性の

向上を示す客観

的な指標（アウト

カム指標）を公表

する。 

 

７）評価及び監査に

関する事項 

年度業務実績

評価、監事監査報

告、会計監査報告

等について、公表

する。 

 

②情報公開の方法 

１）ホームページに

よる情報公開 

上記①に掲げ

る情報提供に当

たっては、ホーム

ページに掲載し、

積極的な情報公

開に努める。な

お、英語版のホー

ムページについ

ても、迅速な更新

に努める。引き続

き、道路利用者の

利便性を高める

ため、会社と共同

し、高速道路料金

施策についての

総括的なページ

として充実を図

る。 

また、ホームペ

ージのアクセス
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状況の調査・分析

などを通じて、会

社とも連携を図

りつつ、より利用

者のニーズに的

確に応えられる

ホームページと

なるよう必要な

改善を図る。 

 

２）業務パンフレッ

ト等による情報公

開 

機構の目的や業務

の内容について、

パンフレット等を

活用することによ

り、情報の提供を

行う。 

 

 

 

 

 

②情報公開の方法 
１）ホームページによる情報公開 
・上記の情報については、迅速にホーム

ページに掲載するとともに、法定書類

等については各事務所（機構本部、関

西業務部）に備え置いて閲覧に供した。 
 加えて、令和４年度からホームページ

についてウェブアクセシビリティ向上

のため、試験及び試験結果に基づく修

正を実施した。 
２）業務パンフレット等による情報公開 

・パンフレット「高速道路機構の概要」、

「高速道路の概要英語版」及び「高速

道路機構ファクトブック」を作成し、

ホームページで公表及び関係機関等に

配付して情報提供を行った。 

３「サイバーセキュ

リティ戦略」（令和

３年９月 28 日閣議

決定）等の政府の方

針を踏まえ、引き続

きサイバー攻撃等

の脅威への対処に

万全を期すととも

に、保有する個人情

報の保護を含む適

切な情報セキュリ

ティ対策を推進す

ること。 

 

４「サイバーセキ

ュリティ戦略」（令

和３年９月 28日閣

議決定）等の政府

の方針を踏まえ、

関連する規程類を

適時適切に見直

す。 

また、これに基づ

き、情報セキュリテ

ィインシデント対

応の訓練や情報セ

キュリティ対策に

関する教育などの

情報セキュリティ

対策を講じ、情報シ

ステムに対するサ

イバー攻撃への防

御力、攻撃に対する

組織的対応能力の

強化に取り組むと

ともに、これらの対

策の実施状況を毎

年度把握し、ＰＤＣ

Ａサイクルにより

情報セキュリティ

対策の改善を図る。 

さらに、リモー

＜評価の視点＞ 

情報セキュリティ

対策を推進してい

るか。 

＜主要な業務実績＞ 

情報セキュリティに関する対策とし

て、情報セキュリティポリシー等を見直

すとともに情報セキュリティ対策を総

合的に推進するための計画等を策定し、

以下のとおり取組を実施した。 

・教育 

啓発ポスター、メールマガジン、標的

型メール訓練及び動画研修 

・内部監査 

業務システムの運用状況の監査を実

施 

・インシデント対処訓練 

CSIRT を対象としたシナリオ演習形

式による情報セキュリティインシデン

ト対処訓練を実施 

・自己点検 

情報セキュリティポリシー及び関連

規程に規定される遵守事項について、正

しく認識できているか問題形式で点検

を実施 

また、取組の結果判明した課題につい

て、次年度の情報セキュリティ対策を総

合的に推進するための計画に反映する

ことでＰＤＣＡサイクルによる情報セ

キュリティの改善を図った。 

各年度における改善内容は、令和４年

年度：テレワークの増加を受け「テレワ
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トワーク時におけ

る端末の紛失・盗

難、重要情報の窃

取、不正アクセス

などに対して、ソ

フト・ハード両面

でのセキュリティ

強化を継続して実

施する。 

 なお、保有す

る個人情報につい

ては、個人情報の

保護に関する法律

（平成 15年法律第

57 号）に基づき、

適切な対応を行

う。 

 

ーク時の情報セキュリティ対策」をテー

マにしたポスター掲示、令和５年度:情

報セキュリティに関する理解を深める

ため小冊子を作成・配布、令和６年度：

CSIRT 訓練について本番を想定し基幹

LAN 受注者の訓練参加、令和７年度：

CSIRT 窓口である総務課へ報告する意

識を定着させるため標的型メール訓練

及び自己点検の回数を年１回から年２

回に変更し実施した。 

・NISC主催勉強会等に参加し知識向上を

図った。 

・NISC監査のフォローアップとして、リ

モートワーク時における端末の紛失・盗

難、重要情報の窃取、不正アクセスなど

に対応するため、Intune 導入し、セキ

ュリティ強化を実施した。 
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４ 内部統制につ

いては、「独立行政

法人の業務の適正

を確保するための

体制等の整備」（平

成 26 年 11 月 28 日

付け総務省行政管

理局長通知）を踏ま

え、理事長のリ 

ーダーシップの

下、引き続き必要な

規程類や体制の整

備を行い、内部統制

システムの充実及

び監事機能の実効

性の向上に努める

とともに、内部統制

の仕組みが有効に

機能しているかの

点検・検証を行い、

これらの点検・検証

を踏まえ、当該仕組

みが有効に機能す

るよう見直しを行

うこと。 

５ 内部統制に

ついては、「独立行

政法人の業務の適

正を確保するため

の体制等の整備」

(平成 26年 11月 28

日付け総務省行政

管理局長通知)を

踏まえ、業務方法

書に定めた事項を

確実に実施すると

ともに、内部統制

が有効に機能する

よう、理事長のリ

ーダーシップの下

で、継続的な内部

統制の実態の検

証・確認、必要な規

程類や体制の整

備・見直し等を行

うことを通じて、

内部統制システム

の充実を図るほ

か、監事機能の実

効性の向上に努め

る。 

＜評価の視点＞ 

内部統制の更なる

充実・強化が図られ

ているか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）通則法の改正に伴い内部統制の充実・

強化を図るため整備した業務体制等の

下で、役員会のほか、内部統制委員会、

資金調達・運用及び金融機関等選定審査

委員会、入札・契約手続運営委員会及び

契約監視委員会を開催した。 

 

２）債務の確実な返済に影響を与える金

利、交通量等の変動について、幹部連絡

会において常時把握するとともに、役員

会・内部統制委員会等において債務返済

の計画と実績の対比、要因分析等を行う

ことにより、リスクへの適切な対応を行

っている。 

 また、内部統制委員会において、リス

クの把握、対応策の状況及びリスクの評

価について審議した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）監事監査において、内部統制システ

ムの整備とその運用状況等について監

査があり、監事監査報告がまとめられ報

告した。 
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５業務の実施に当

たっては、国及び出

資地方公共団体並

びに会社との緊密

な連携を図ること。 

６国及び出資地

方公共団体並びに

会社の協力を得

て、円滑に業務を

実施するため、こ

れら関係機関と積

極的に情報及び意

見の交換を行うな

ど、緊密な連携を

図る。 

＜評価の視点＞ 

関係機関と情報及

び意見の交換が行

われているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・国、会社、機構間で緊密な連携を図る

ため、役員クラスでの調整会議のほか、

部長会議等の定期的な開催、事務レベル

での案件に応じた調整会議等を通じて、

情報及び意見の交換を行った。 

・また、出資地方公共団体とも、機構の

決算説明会、出資説明会、事業説明会、

会社の決算説明会及び事業説明会等を

通じて、情報及び意見の交換を行った。 
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６物品等の調達を

行うに当たっては、

環境物品等の調達

により、環境への負

荷の低減に配慮す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７環境への負荷の

低減に配慮した調

達を推進する。 

なお、環境物品等

の調達については、

国等による環境物

品等の調達の推進

等に関する法律（平

成 12 年法律第 100

号）に基づき行うこ

ととし、中期目標期

間中における特定

調達品目について

は、国が定めた「環

境物品等の調達の

推進に関する基本

方針」に規定された

判断の基準を満た

したもの（特定調達

物品等）を 100％調

達する。 

 

 また、「独立行

政法人日本高速道

路保有・債務返済

機構がその事務及

び事業に関し温室

効果ガスの排出の

削減等のため実行

すべき措置につい

て定める計画」を

踏まえ、温室効果

ガスの排出抑制に

向けて取組みを行

う。 

＜評価の視点＞ 

法令等に基づき環

境物品等を調達し

ているか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）「国等による環境物品等の調達の推進

等に関する法律（平成 12 年法律第 100

号）」に基づき各年度における「環境物

品等の調達の推進を図るための方針」を

策定の上、環境物品等の調達を行うこと

とし、特定調達品目については、国が定

めた「環境物品等の調達の推進に関する

基本方針」に規定された判断の基準を満

たしたものを 100％調達した。 

 

２）政府実行計画等に準じ、2013年度を

基準として、機構の事務及び事業に伴い

直接的及び間接的に排出される温室効

果ガスの総排出量を 2030 年度までに

50％以上削減することを目標に、具体的

には、事務用機器の省エネ型機器への切

替、電気使用量の抑制（休憩時間の消灯

徹底等の節電対策）など、本計画に盛り

込まれた措置を着実に実施した。 
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７会社及び関係行

政機関と協力して、

大規模な交通事故、

地震災害等不測の

事態が生じたこと

による影響を最小

限度にとどめるた

めに、より一層の迅

速、的確かつ効果的

な対応を取ること

ができるよう体制

を確立し、日頃から

高速道路の供用に

重大な影響を与え

る事態を想定した

情報の収集、伝達等

に関する訓練を実

施するなど、これま

での取組状況も踏

まえ、会社とも連携

を図りつつ、危機管

理能力の一層の向

上を図ること。 

（指標） 

・会社及び関係行

政機関と連携した

当該事態を想定し

た訓練の実施回数 

（前中期目標期間

実績＊：１回/年） 

*前中期目標期間 

実績：平成 30 年

度から令和３年度

までの平均値 

・災害に備えた機

構独自の非常参集

訓練等の実施回数 

（前中期目標期間

実績＊：３回/年） 

*前中期目標期間

実績：平成 30年度

から令和３年度ま

での平均値 

 

８地震、風水害、大

規模な交通事故等

により高速道路の

供用に重大な影響

を与える事態が発

生した場合には、防

災業務計画等に基

づき、重要業務を遅

滞なく執行すると

ともに、会社及び関

係行政機関と協力

して、迅速かつ的確

な情報収集、伝達等

の措置を講ずる。 

特に、大規模災害

等により機構本部

での重要業務の継

続が困難な場合に

は、関西業務部にお

いて代行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、会社及び関

係行政機関と連携

し、当該事態を想定

した訓練を実施す

るとともに、災害に

備えた機構独自の

非常時参集訓練や

重要業務の継続訓

練等を実施するこ

とにより、迅速、的

確かつ効果的な対

応が取れるよう体

制を強化し、危機管

理能力の一層の向

上を図る。 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・会社及び関係行

政機関と連携し

た当該事態を想

定した訓練の実

施回数 

・災害に備えた機

構独自の非常参

集訓練等の実施

回数 

 

＜その他の指標＞ 

・災害時における

会社及び関係機

関と協力した迅

速かつ的確な情

報収集・伝達等の

措置状況 

・大規模災害に備

えた訓練の定期

的な実施 

＜評価の視点＞ 

・災害時に会社及

び関係機関と協

力し、迅速かつ的

確な情報収集・伝

達等を行ったか。 

・大規模災害に備

えた訓練を定期的

に実施したか。 

＜主要な業務実績＞ 

＜主要な業務実績＞ 

１）防災業務計画に基づく的確な対応 

・災害が発生した際には、災害の規模に

応じて、体制を構築した。 
・災害が発生した場合には、交通の危険

防止のための通行の禁止など、会社か

らの要請に基づき、必要な措置を迅速

かつ的確に行った。（地震、降雨、大雪、

その他災害 R4年度 307件、R5年度 215

件、R6年度 177件） 

・災対法区間指定により速やかに滞留車

の排除をするため、雪のシーズン前に

会社との手続き確認や災対法適用訓練

（R4年度８回、R5年度３回、 

R6年度 10回）を実施。 
・災害の発生に備え、計画的に防災訓練

を実施した。 

基本動作訓練：R4年度～R6年度 

１回、安否登録訓練・参集応答訓練：

R4年度～R6年度３回、非常参集・関西

本部設置訓練：R5年度１回、R６年度２

回 
２）防災業務計画の充実 
・防災業務計画の充実を図るために、内

容の検証を行った。 
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 １０本州と四国を

連絡する鉄道施設

の管理を行う業務

とする。 

＜評価の視点＞ 

当年度分の減価

償却及び除却を行

う費用に充ててい

るか。 

 

＜主要な業務実績＞ 

前中期目標期間繰越積立金 73億円のう

ち、本中期目標期間（Ｒ６（2024）度ま

で）に、減価償却に充てるため 2億円を

取り崩した。 
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４．その他参考情報 
特になし 
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業務実績等報告書様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅷ―９ ９ 人事に関する計画 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー － 
 
２．主要な経年データ 
 

評価対象となる指標 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最終年度値等） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

（参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

特になし        
        

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ①機構の業務に必

要な能力・専門性を

向上させるため、人

材育成を計画的に

行い、機構の組織力

向上と職員間のノ

ウハウの承継を図

ること。 

 

 

 

 

 

また、職員の能力

発揮や意欲向上に

努めるとともに、ワ

ークライフ・バラン

スの推進やコンプ

ライアンスの徹底

などに積極的に取

り組むこと。 

 上記の留意すべ

き事項を踏まえ、人

材確保・育成方針を

策定すること。 

 

 

 

 

 

①機構の業務に必

要な能力・専門性

を向上させるた

め、人材育成を計

画的に行い、各種

の研修・講習会等

を実施し、機構の

組織力向上と職員

間のノウハウの承

継を図る。 

 

 

 

また、各職員の所

属長による人事評

価を通じて、職員の

能力及び実績を適

正かつ厳格に評価

し、個々の職員の勤

務成績を処遇に反

映させ、職員の能力

発揮や意欲向上に

努めるとともに、人

事評価の結果を踏

まえた効果的な人

材育成を行うなど

人材育成・人事評価

のサイクルを適切

にまわす。 

これらに加え、職

＜評価の視点＞ 

・人材確保・育成方

針が策定されて

いるか。 

・機構の組織力強

化・向上、職員の

能力・専門性向上

に向けた取り組

みが行われてい

るか。 

・ワークライフ・バ

ランスの推進や

コンプライアン

スの徹底などに

取り組んでいる

か。 

・役職員の給与

水準の適正化に取

り組んだか。 

＜主要な業務実績＞ 

○課題・問題点 

・国民負担の軽減を図りつつ、安全で利

便性の高い高速道路の提供を担う組

織として、優秀な人材の育成・確保を

図る必要がある。このため、人材育成

に関する方針に加え、人材確保に関す

る方針を策定し、外部人材の活用も含

めて対応する必要。 

・民営化前後の採用抑制の影響により、

適材適所の人材の確保が厳しい中、バ

ックグラウンドの異なる出向者が集

まる組織で、２年程度でほぼ職員が入

れ替わるため、職員間のノウハウの承

継が困難でチームビルディングも課

題。 

・業務に必要な能力・専門性を向上させ

るため、職員の能力発揮や意欲向上に

努めるとともに、働き方改革の推進で

業務効率の向上を図る必要。 

 

○対応策・取組内容・成果 

・「人材育成基本方針（令和元年）」を見

直し、令和５年に「人材確保・育成方

針」を策定した。 

・職員の出向元に対して、機構業務に対

応できる人材を要請するとともに、前

任・後任の重複配置、人事異動時期の

調整、上司による引継ぎの立会・確認

により業務継続性を確保した。さら

＜自己評価＞ 

評定： 

・「人材育成基本方

針」を見直し、適

切な人材の確保

と人材育成によ

る職員のスキル

向上を車の両輪

と位置づけた「人

材確保・育成方

針」を策定し、各

種人事施策を推

進した。 

・全職員が国や会

社からの出向者

で構成され、２年

前後で全職員が

入れ替わる特殊

な組織構成の中

でも、組織力向上

と職員間のノウ

ハウ承継に努め

た。 

・出向職員の育成

状況に関する個

別具体的なフィ

ードバックによ

り、出向元から取

組に対する高評

価を得られた。 

評定  評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
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② 人員の適正な

配置により業務運

営の効率化を図る

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

③「独立行政法人改

革等に関する基

本的な方針（平成

25 年 12 月 24 日

閣議決定）」を踏

まえ、給与水準に

ついては、国家公

務員の給与水準

も十分考慮し、手

当を含め役職員

給与の在り方に

ついて厳しく検

証した上で、事

務・事業の特性を

踏まえ、合理的な

給与水準とする

とともに、その検

証結果を公表す

員一人ひとりが働

きやすい職場づく

りを目指し、リモ

ートワーク等を含

めた勤務環境・体

制の整備、育児・介

護等の両立のため

の支援、女性活躍

の推進、ワークラ

イフ・バランスの

推進やコンプライ

アンスの徹底など

に積極的に取り組

むことで、組織力

向上・強化に努め

る。 

上記の留意すべ

き事項を踏まえ、

人材確保・育成方

針を策定する。 

 

②中期目標期間中

の事務・事業の内

容を踏まえて、必

要かつ適正な水準

の常勤職員数とな

るように努めると

ともに、人員の適

正な配置により業

務運営の効率化を

図る。 

 

③「独立行政法人改

革等に関する基

本的な方針（平成

25 年 12 月 24 日

閣議決定）」を踏

まえ、給与水準に

ついては、通則法

に基づき国家公

務員の給与水準

も十分考慮し、手

当を含め役職員

給与の在り方に

ついて厳しく検

証した上で、事

務・事業の特性を

踏まえ、合理的な

給与水準とする

に、出向職員について人事評価を実施

し、評価結果を出向元へフィードバッ

クした。 

・管理職による職員のスキル判定を行

い、業務で必要となる内容に特化した

研修を受講させ職員のスキルの補完

を行った。併せて、着任者向けのオリ

エンテーション、チームビルディング

研修等により職場への順応を促進し、

出向者が即戦力となるような取組み

を実施した。 

・職員の安全・安心に対する意識向上を

目的とした「安全啓発館研修」を継続

的に実施した。 

・令和５年度に外部専門人材を活用し

た PMOを設置し、令和６年度、機構全

体の最適なシステム構成を検討する

ため、特命理事をトップとする特別な

体制を構築した。 

・令和６年度においては、基幹ＬＡＮの

更新やパスワードポリシーの適用等に

あたり様々な支援を受け、情報セキュ

リティのレベルが向上する取り組みを

行った。 

・また、AIに関する感度を高める取り組

みとして、外部専門人材を講師とした

生成 AI に関する勉強会を実施し、能

力・専門性の向上を図った。 

・令和６年度から新たにシステム担当者

を対象として、ＩＴリテラシー研修を

実施することにより、情報セキュリテ

ィへの理解を深め、適正な情報管理及

び組織的な安全性の確保に取り組ん

だ。 

・PMO による支援の下、「Microsoft365 

Copilot」の試行導入といった生成 AI

の業務への活用により、新技術への感

度を高め、イノベーティブな業務に対

応できる人材育成に着手した。 

・道路管理分野などで定型的業務の外

部委託化を推進した。 

・出生時育児休暇（パパ育休）の取得を

働きかけ、令和６年度末までに４名が

取得した。子の看護休暇の対象拡大、

在宅勤務環境の改善等により、業務の

効率化及び女性活躍の環境整備を推

進した。 

（超過勤務時間の減少（月平均）） 

令和４年度 33:29 

・生成 AI に関する

感度を高める取

組を実施し、イノ

ベーティブな業

務へ寄与できる

よう IT スキルの

向上に取り組ん

だ。 

・働き方改革の着

実な実施により、

業務の効率化・女

性活躍の環境整

備を推進した。 

 

 これらを踏まえ

て A評価とする。 

 

＜課題と対応＞ 

・特になし 
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ること。 とともに、その検

証結果を公表す

る。 

令和５年度 31:49 

令和６年度 28:42 

（女性職員数の増加） 

令和４年度  9名 

令和５年度  9名 

令和６年度 14名 

 

・ハラスメント予防のため、人権委員会

による全役職員を対象としたハラス

メントに関するアンケートを実施す

るなど、コンプライアンスの徹底に取

り組んだ。 

・必要かつ適正な水準の常勤職員数に

より、業務を適切に実施した。 

・Ｒ４（2022）年度からＲ６（2024）年

度の職員の給与については、国家公務

員に準拠して必要に応じて関係規程

の改正を実施した。 

・Ｒ４（2022）年度からＲ５（2023）年

度の給与水準の適正化に向けた取組

みについて、「独立行政法人の役員の

報酬等及び職員の給与の水準の公表」

により、ホームページにて適切に公表

を行った。 

 

 

 
 
４．その他参考情報 
特になし 

 


